
01. 12情報政策課

民行年N･ 」 民事・行政年表（簡易） （その1） ’ 年表作成上の留意事項

【llll】 表1 訴訟・調停新受の訴額等内訳表
’ 民 事 訴 訟 躯 ｛4 I 1①事前確認

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記赦担当者に
確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月

分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

民事調停

事 件
価 額 階 級 i、 常 訴 訟

｜金 銭|達 物|士 1

手形・小切手

訴 訟也

LX' IMx2 i総 数１
２
３
４

3()万｢りまで

60万円まで

90万円まで

’
140万円まで

②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合,誤ってー画面に手入力していないか
（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく．年間数値をまとめて手入力する

場合には． 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,次の数値と一致しているか

・ 月報【1010】の(2,い)の年間累計数

・ 月報【1020】の(1.い)の年間累計数

口※2について．月報【1020】の(2.い)の年間累計数と一致しているか

□※3について．次の数値と一致しているか

・ 月報【1010】の(21．い)＋(24．い)＋(26．い)＋(27,い)＋(30.い)＋(31・い)＋
（34･い)の年間累計数

200万円まで

ｂ
７
８
９
０
１
２
３
４
５

１
１
１
１
１
１

500万円まで

1000万円まで

5()0()万円まで

l 臆 lLl ま で

5 億 円 ま で

l(） 億円 ま で

5(） 億円 ま で

50億円を超える

算 定 不 能
非財産権卜の#、の 任襄rlTゥnl価fl 1 ，1

(補足)’
い ろ は

1学

Wｰ ほ 、

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

口仮既済等再開により新受計上した件数について． （15)のいずれかに計上されているか

I I③確認･報告
ノ

ロ’ ｜の壼囹 |はないか
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して．統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



()1 ． 12惰報政策課

民行年N･ 】 民事・行政年表（簡易） （その’） ’ ’年表作成上の留意事項

…表2 調停の受理区分表

’ ’①事前確認
新 受 総 数 ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

(うち） 申 立 て事 fl

|定型蕃而|善の他の面
その他の

書 面

耐

芋二ｆ
Ⅱ口竺

ユハ外口

一正
Ｆ３Ｊ

1 1 頓

…総 数

（うち） 貸金業関係

信 販 関 係

(うち） 貸金業関係

信 販 関 係

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７

１
１
１
１
１
１
１
１

□ 11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し， 月報訂正報告書を提出している場合， 12月

分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか
｜ ※2 1

！ ※3 1

I 1
般
一
貸
一
信

貸

信

(ﾉ） 一

F
(うち）

調

金業閲

販 関

金業閲

販 関

停

係

一

係

係

係

②入力
ノ

口数値を手入力する場合誤っ可 ｜の画面に手入力していないか
（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく，年間数値をまとめて手入力す
る場合には‘ 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，次の数値と一致しているか

・ 月報【1010】の(21 ･L1)+(24'L,)+(26･L,)+(27.い)~卜(30．い)+(31 .い)＋

（34.い)の年間累計数

・年表【1111】の(1 ・へ）

□※2について,月報【1010】の(22･L､)+(28･L､)+(35.い)の年間累計数と一致してい
るか

□※3について，月報【1010】の(23･い)＋~ (29.い)十(36.い)の年間累計数と一致してい
るか

□※4について‘月報【1010】の(21 ･L,)の年間累計数と一致しているか

(ﾕ） 宅 地 建物 調停

｜ (うち） 地代借賃増減調停(うち） 地代借賃増減調停

(ｾ） 腱 事 調 停

(ﾒ） 商

F
(うち）

事
一
貸
一
信

貸

信

調 停

金業関係

販 関 係

金業関係

販 関 係

(交） 交 調 停腿

(公） 公 害 等 調 停

(特ﾉ）特 定 調 停

(補足）

’
(うち） 貸金業関係

信 販 関 係

い ’ ろ － ‘ は に

’
【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

■報告対象外

③確認･報告
ノ

ロ『 ｜の菱圖 ｜"いか
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取
り込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01 . 12情報政策課

民事・行政年表（簡易） （その2）民行年No. 1

11140】 表4 未済の審理期間表 (A表）

2年

以内

4年

以内

5年

以内

6月

以内

1年

以内

3年

以内

10年

以内

10年を

超える
事 件 総数

(ﾊ） 通 常 訴 訟

(少｡） 少額訴訟から通常移行

１
２

ろ は
1，

V，
I＝
Y廷 ほ へ と りち

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ● ■■■■■■ ■ ■ q■■■■■ ■ ■ q■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ q■■■■■ ■ ■－■ ■ ■ ■ ■ ■ ﾛ ■ ■ ■ ■ ﾛ

’ 年表作成上の留意事項
ｒ
Ｌ I①事前確認

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し,月報訂正報告書を提出している場合，
12月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

F

IL

1②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合,誤って■■の画面に手入力していないか
（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく↑年間数値をまとめて手
入力する場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【1010】の(2･は)と一致しているか

ｒ

」
I③確認･報告
ノ

｜ ’の表司 |はないか
■

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムか
ら取り込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

民行年N･ ’民事・行政年表（簡易） （その2） ’年表作成上の留意事項

’ I"| 表4 未済の審理期間表 (C表）
①事前確認

J

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に

確認したか

3月

以内

6月

以内

1年

以内

2年

以内

3年

以内
10年
以内

10年を

想える

年
内
４
以

年
内

５
吋
以

事 件 総数

謹苫
0h値． 数I

L塁』(ﾉ） 一股調停 □11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し‘月報訂正報告書を提出している場合， 12

月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか ’(ﾕ）宅地建物調停３
４ (ｾ）農事調停

I ’(ﾒ） 商事調停

②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合,誤っ因 回画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す

る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【1010】の(21･は)と一致しているか

(交）交通調停６
７ (公）公害等調停

(特ﾉ）特定調停蘭

い ろ は に ほ へ と ち り ぬ

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

I I③確認･報告

|の表示 ‐ － ’ロ まないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り

込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01 . 12情報政策課

民事・行政年表（簡易） （その2）民行年No. 1

Ill65】 表4未済の審理期間表 (D表）

6 月

超え

坐
と
》
。

事 件 総 数 1月以内 3月以内 6月以内

四
一
函

少 額 訴 訟｜

少額訴訟判決に対する異議申立固唾］
１
２

い ．プゲフ

(注） （少｡)少額訴訟には↓少額訴訟から通常移行したものを除く。

は に ほ

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ 日 . ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ I■■■■■■ ■ ■ U■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

’ I年表作成上の留意事項

r

L

1①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し,月報訂正報告書を提出している場合‘
12月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

ｒ
‐
Ｌ

1②入力
ノ

口数値を手入力する場合,誤っー画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手
入力する場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について‘ 12月分の月報【1010】の(5･は)と一致しているか

ﾀ

hL

1③確認･報告
ノ

’ の■ 表示 はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムか
ら取り込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードベージに掲載)～

「野



01. 12情報政策課

民行年N･2民事・行政年表（地方） （その1）
’ 年表作成上の留意事項

【1180】 表1 民事控訴新受内訳表

|①事前確認 I①事前確認
ノ訴 え の 目 的

総 数

金銭を目的とする訴え

（うち）売買代金（売掛代金を含む）

貸 今

(うち）売買代金（売掛代金を含む）

貸 今貸 金

件数

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者
に確認したか

I X1 1
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２

立替金 ・ 求償金等
（信販閨係事件に隈覇）

交通事故による損害賠償
（ 尉謝料奔含 す？ ）

その他の損害賠償
（ 廓謝料券会汎 ）

手形・小切手金（異議を除く）

貸 金

立替金 ・ 求償金等
（信販閨係事件に隈覇）

交通事故による損害賠償
（ 尉謝料奔含 す？ ）

その他の損害賠償
（ 廓謝料券会汎 ）

手形・小切手金（異議を除く）

I I②入力
ノ

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,次の数値と一致しているか

・年表【12Cl】の(1．い）

・ 月報【1040】の(5．い)の年間累計数
手形手形 /I/I 切手異議切手異議

(補足）

金銭債権債務存否確認金銭債権債務存否確認

建物を 目 的 と する訴え

土地を 目 的 と する訴え

（境界（筆界） に関する訴えを除く）

|③確認報告｝③確認･報告
ノ

請 求 異 議 の 訴 え

第 者異 議の訴え三

’
□ や表示 |はないかそ の 他 の 訴 え

（金銭建築請負代金等

を目的建築暇疵による損害賠償

医療行為による損害賠償
とする

公害による損害賠償

訴えの労働に閨する訴え

うち） 知的財産権に関する訴え

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

労働に 関 1－ る 訴 ；

(金銭を目的とする訴えを除く ）
知的財産権に関する訴え

(金銭を目的とする訴えを除く ） 【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目
公害に係る差止めの訴え

境界 （筆界） に関する訴え

し､

(注） 「金銭を目的とする訴え」欄には，うち数として表示

された件名以外の「その他」の事件を含めて計上する。



01. 12情報政策課

民行年N･2 民事・行政年表（地方） （その1）

【1201】 表2 訴訟・調停等新受の訴額等内訳表
民 ・ 事 訴 訟 事 件

第 審
行政

第一審

訴訟

事
停
件

働
判
件

(ﾀ） 労
審
事

手形・

小切手

訴訟

民
調
事

価 額 階級 事
訟

人
訴

控訴 総数 (ﾜ） 通 常 訴 訟

金銭 建物 土地

総 数随腿函
30万円まで l l
60万円まで ｜
90万円まで | |
］40万円まで ’
200万円まで 1
500万円まで

1000万円まで

5000万円まで

1 億円 まで ’。
5 億円まで
10億円まで

50億円まで！
50億円を超える

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５

１
１
１
１
１
１ 算 定 不 能

非財産権上のもの

い ろ は に ほ へ と ち り ぬ る

【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目

■報告対象外

Ⅱ■■■■■ ■ ■ Ⅱ■■■■■ ■ ■一■ ■ Ⅱ■■■■■ ■ ■－■ ■ Ⅱ■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■一■ ■ー■ ■ I■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ 5 2■■■■■ ■ ■ 1■■■■■ 早 ■一車 ■ ■■■■■■

’ 年表作成上の留意事項

I I①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか’
’ 1②入力

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，月報【1040】の(5･L,)の年間累計数と一致しているか

□※2について，月報【1040】の(2･L')の年間累計数と一致しているか

□※3に己いて日報f1o5nlの(3.い)の年間里計數ルー釣L7~l.』鼻か

(繍足)醗蝿
口仮既済等再開により新受計上した件数について， （15)のいずれかに計上されているか

{ ’③確認･報告
ノ

酢表示’ﾛ’ はなぃか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

民事・行政年表（地方） （その2）民行年No. 2

【1210】 表3未盗の審理期間表 (A表）

原総数 6月

以内
1年

以内
2年

以内
3年

以内
4年

以内
5年

以内
10年

以内
10年を

超える

事 件

(ﾜ） 第一審通常訴訟

(ﾀ） 人 事 訴 訟

(し） 控 訴

…I…１
２
３
４

－

ほ へ と ち り ぬ
し、 ろ は

JF

r－

【入力セル】

自動計算

gMINTASから数値を取り込める項目
口手入力をする項目

■報告対象外

■■■■■■ ■ ■一■ ■一■ ■一｡ ■一■ ■一■ ■一■ ■－■ ■一■ ■ ■■■■■■ B B－■ Q一■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

’ |’

Ｉ
Ｉ

1①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

I I②入力
ノ

ロ蕊値を手4力する場合誤っ心画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく､年間数値をまとめて手入力する場合には
「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【1040】の(2｡は)と一致しているか
□※2について， 12月分の月報【1040】の(5･は)と一致しているか
□※3について， 12月分の月報【1040】の(59･は)と一致しているか
□※4について，入力漏れがないか(必ず手入力）

(③確認悪。③確認.

画 －1門表示 はなし 'か

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

年表作成上の留意事項



01. 12情報政策課

民行年N･ 2民事・行政年表（地方） （その2）
’年表作成上の留意事項

【l220I 表3 未済の審理期間表 (B表）

{ 1①事前確認
3月以

内

6月以

内

1年以

内

2年以

内

2年を

超える

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

事 {4 総数

抗 告

民 事 非 訟

商 事 非 訟
（特別清算を除く ）

帥
一
㈹
’
㈹

１
２
３
４
８
５
６
勺

□ 11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月
分の月報報告lこおいて訂正分の数値を加減調整したか

(借ﾁ） 僻 地 非 訟

｜ (うち) 繊災借地非訟(うち） 破災借地非訟

’ 1②入力

凪
ノ

ロ数値を手入力する場合誤って■肋画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく’年間数値をまとめて手入力す
る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

(ﾖ） 保 全 命

（うち） 仮 処(うち） 仮 処

令
一
分 分’ 函

区ヨ(労） 労 働 審 判

い ろ は に ほ へ

【入力セル】

自動計算

国MINTASから数値を取り込める項目

口手入力をする項目

□※1について

□※21こついて

□※3について

12月分の月報【1040】の(19．は)と一致しているか

12月分の月報【1040】の(20･は)と一致しているか

12月分の月報【1040IO)(78･は)と一致しているか

I ③確認･報告

い毒 "いか
■’

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



〔)1 ． 12情報政策課

民行年NC 2民事・行政年表（地方） （その2） ’年表作成上の留意事項

【123()】 表3 未済の審理期間表 (C表

I 1①事前確認
--- ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に

確認したか

□ 1 1月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合‘ 12月

分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

11) 年を

翅 ．え る
711 件 総数 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内 5年以内 10年以内

_聾-1(ﾘ） 配 当 等 手 続 情情 潰１
２
３
４
５

債 情 債 清

_塗_） 不動強 制

裁行

(ｽﾄ 不動産蝉執行 不動 不動 不動 不動 不動 不動

~空こ｝ 債 情(ル）傭札 淳執行 借償 債 傭 債

、担保権

実 行

(ケ)不動亜等担保侭実行 不動 不動 不動 不動 不動 不動 不動

LXE_l 借 慣(ナ）傭悔導担保椎実行 慣 債 債 繕俺

’ 1(企) 企藁担保椎実行
②入力

函 破 破(7） 砿 破 破 破 破7 産 破

口数値を手入力する場合,誤って■■■の画面に手入力していないか
（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す

る場合には， 「12月」を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について． 12月分の月報【1040】の(25．は)と一致しているか

□※2について， 12月分の月報【1040】の(27．は)と一致しているか

□※3について． 12月分の月報【1040】の(29．は)と一致しているか

□※4について， 12月分の月報【1040】の(31・は)と一致しているか

□※5について， 12月分の月報【1040】の(33．は)と一致しているか

□※6について， 12月分の月報【1040】の(35．は)＋(38．は)と一致しているか

iFj rm Ｆ
Ｌ

通再(再） 再 通再 通再 通再9 （再）

10 （《）

】 I （':）の

12 うち
13 （船）

14 （油）

18 （梨）

15 （再ｲ）

16 （再"）

17 （財ﾁ〉

(《）

(':）の

うち

(船）

(油）

(梨)

(両ｲ）

(再ﾛ）

(財ﾁ）

通再生 通再 通再

会 社 更 生

1号 竪 迩

特 別 渦 算

船舶所有者等櫛任脂11限

油溺桝害賂樅責任ﾎﾘ眼

而 易 砿 定

個再 個再 個再 個再小規模個人再生 個再 個再 個再

個再 個再 個再給与所将者等再生 個再 個再 個再 個再

1’ ③確認･報告不動 不動 不動 不動 不動財 巌 剛 示 不動 不動 ノ

ロ －2表弔 ｜はないか
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して，統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り

込んだ数値の両方を計上している可能性があります

い ろ は に ほ へ と

（注） 「(卿)再生｣棚， 「(再ｲ)小規模個人再生｣脳， 「(再p)給与所得者等再生｣欄及び「(《)会社更生｣欄
には，再生計画認可決定後の未済事件及び更生計画認可決定後の未済事件をそれぞれ除いた件数
を計上する。

【入力セル】

自動計算

｢茉司民事執行処理ｼｽﾃﾑ(不動産)から数値を取り込める項目

｢眉~］債権執行事件管理プﾛゲﾗﾑ(債権)から数値を取り込める項目

｢霞~］破産事件処理プﾛゲﾗﾑから数値を取り込める項目

F藍司通常再生事件処理プログラムから数値を取り込める項目

｢眉司個人再生事件処理プﾛグﾗﾑから数値を取り込める項目

｢－］手入力をする項目

■■報告対象外

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01 . 12情報政策課

民事・行政年表（地方） （その2）民行年No. 2

11240】 表3未済の審理期間表 (D表）

3 月

以内
2年

以内

6 月

以内

l 年

以内

3年

以内
年
内
10年

以内

4年

以内

10年を

超える
５
以

事 件 総数

*公
小吟 数

１
２
３
４
５
６

函(/） 一般調停

(ﾕ） 宅地建物調停

(ｾ） 農事調惇

(ﾒ） 商事調惇

(ｽ）鉱害調停

(交）交通調惇

(公）公害等調停８
９ (特/）特定調惇

ほ へ と ち り ぬい ろ は に

【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目

－■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ 車 ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ q－■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ー■ ■ ■■■■■■■ ■ 巳 ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ﾛ ■ ■ 己

’年表作成上の留意事項
Fr

！～
1①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

I I②入力
ノ

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【1040】の(47．は)と一致しているか

ｒ
Ｌ I③確認｡報告

ノ

’ 表示’ゆ |まないか|■

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



()1． 12情報政策課

民行年へ｡ 2 民事・行政年表（地方） （その3） ’年表作成上の留意事項

【1250】 表4 調停の受理区分表

I I①事前確認
新 受 総 数 ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

(うち） 申 立 て事 14

定型書面|書の他の面
その他の

聿 面昌

定型書面にI 殖

I~票~7-I総 数

金業関係

販 関 係

金業関

販 開

係

壹
1糸

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
ｌ
ワ
“
３
４
５
６
７
８

１
１
１
１
１
１
１
１
１

{l x2 1 I(うち）貸

信

(うち）貸

信

②入力
l x3 1 ﾉ

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,次の数値と一致しているか

・ 月報【1040】の(47．い)＋(50．い)＋(52°い)+(53･L､)+(56.い)＋(5~7.い)＋

（58.い)＋(69･い)の年間累計数

・年表【1201】の(1 ･ぬ）

□※2について．月報【1040】の(48･い)＋(54．い)＋(70．い)の年間累計数と一致してい

るか

□※3について，月報【1040】の(49.い)＋(55･い)十(71 ｡い)の年間累計数と一致してい
るか

I ※4(/） 一 般 調 停

（うち）貸金業関係

信 販 関係

(うち）貸金業関係

信 販 関係

(ﾕ） 宅地 建物調停

｜ (うち)地代借賃増減調停(うち）地代借賃増減調停

(ｾ） 農 事 調 停

商 事

（うち）貸

信

(うち）貸

信

/J，
1歩ノ 停

係
係

関

関

関係

関係

調
業金
販

金業

販

ついて．月報【1040】の(47.い)の年間累計数と一致しているか※4について■

(補足）

(ｽ） 鉱 調 停害

(交） 交 通 調 停

’ I③確認･報告(公） 公 存 等 調 停
ノ

の表示 ’
(特ﾉ）特 定 調 停

□ はないか

(うち）貸金業関係

信販 関 係

ろ は に ～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

【入力セル】

自動計算

図MINTASから数値を取り込める項目

■報告対象外



()1． 12情報政策課

民事。行政年表（地方） （その3）民行年No. 2

【1270】 表6破産事件等の既済・未済表
受

旧 受

度
一
新

既

開始決定航

涜 未 済

ユ

M1姑決定楼 fうち)

認可決定の

あった 1， '）

当年中iこ州

始決定の

あつノーもの

当年中に認

可決定の

あった（』")

始
前竃

朏
決

llil 始

決定後

側 始

決毒前

｢淵 始

決定後
又
下

封
筒

泉
は

|洲 姑

決定前

11N 姶

扶定後
＊ 14 総放峰 数 総 敦 鰐 敦 捻欺 眼下 ｛f 総故 終 結 総よをの仙 その他

再通再泗一
‐

畢唖一（71 砿 侭

‘ ↓ 伽

(再） 両 生

イホ〉 会 社 更 生

上)"』萱 トi' 賑 押

ラら特 ％11 清 算

(再ｲ） '1，規槙個人再生

(再p)給与所得者笄再生

３
４
５
冊
I上）〃』

うら … ｜
’
細
一
岬
一
ね

恥
一
岬
一
な’

’
1

8

い 1 唾 へ 上 ゾ つ

【入力セル】

F頭一]破産事件処理プログラムから数値を取り込める項目

「覇百一]通常再生事件処理プログラムから数値を取り込める項目

「凋両~]個人再生事件処理プログラムから数値を取り込める項目
一■ 。－■ ■一口 ■一｡ ●一p C－■ ■一■ ■一己 ■－G ■ー● ■一

R自動計算

「~~~］手入力をする項目

一ｺ報告対象外
一■ ■一■ ■一■ ■一 一■ ■一■ ■一■ ■一■ ■一■ ■一■ ●－■ ■一● ■一

I
年表作成上の留意事項

I 1 I I①事前確認 ③確認･報告

□ I刀表示
｜

’
口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に

確認したか

ロ11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12

月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

はないか

【｢承認待｣状態でrデータ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して.統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合‘手入力した数値と業務系システムから取り

込んだ数値の両方を計上している可能性があります

’ ’②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合’誤って■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月Jまで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す

る場合には． 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

□※

（補

口次

里冒+鋤ルー軸1 .でぃ為か

足）

データ入力｣画面に数値を入力していないか

。※21こついて,業務系システムから｢月次データ｣の数値を取り込むか‘又は手入力をする

場合

．※3について,業務系システムから数値を取り込むか，又は手入力をする場合

瀞~…。
（

ム測淵ﾏﾆｭｱﾙ③(人力編j添付の【 藤霊天万ラヌ〒



01. 12情報政策課

民行年N･2民事・行政年表（地方） （その4） 年表作成上の留意事項

①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

２
３
４
５
６
７

１

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し‘月報訂正報告書を提出している場合， 12月
分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

②入力

口数値を手入力する場合,誤って■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく‘年間数値をまとめて手入力す
る場合には, 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】し、

（注） 行政雑事件総数欄には,受付通達別表第2の「15雑事件」で地裁
が扱うとされているもの及び同別表第1の「57民事雑事件」又は

「59執行雑事件」に準じて行政雑事件とされたものの件数を計上する。

【入力セル】

｢~~~~~]MINTASから数値を取り込める項目

｢7－.MINTASから取り込んだ数値と手入力した数値を合算する項目

u"~~=数…Ⅷ
□※1に

（補足）

③確認｡報告

ロー表示 まないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して.統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

事 件 の 種 類 基 本 法 条 件数

行政雑事件総数
(受付通達別表第1及び第2）

r 面

M

※1
(うち）

3

4

裁判官に対する除斥又
は忌避の申立て

裁判所書記官に対する
除斥又は忌避の申立て

12 救助の申立て

15 閲覧等の制限の申立て

16
閲覧等の制限決定の取
消しの申立て

21 文書提出命令の申立て

民訴法 23，24

民訴法 27，23
24

民訴法 82

民訴法 921

民訴法 92m

民訴法 219



()1． 12情報政策課
民行年N･ 2民事・行政年表（地方） （その4）

’ ’年表作成上の留意事項

【1290】 表7雑新受内訳表 (B表） 民事雑
事 件 の 献 類 ｜基 本 法 I①事前確認L①事前確認

科イキ数
一一

Ｍ

－Ｍ詞Ｉ 詞
民事 ・人身保稚雑事件総数
（受付im達別表第1 ）

］

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

。 裁判官に対する除斥又
凹 は忌避の申立て

‘ 蕊W曹職獺輩年

ァ 蘭訟費用等の額の確定処分叩 立 て

12 救助の申 立 て

民訴払

非訟法

４
．
ワ
】

、
４
０
１

内
Ｊ
１

ワ
今
・
’

M

３
４
５

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月
分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか民訴法

非訟法
４
２
２
１
ａ
Ｌ
２
１

７
４
２
１ M

民訴払

非訟渋

泥
、

Ｐ
嘆
哩
〔
ｕ
》

パ
パ
〕
ｎ
塁

Ｉ１
３
８

７
７
ウ
】

M

｛ 1
法
法
訴
訟
民
非

ワ
ー
Ｑ
〕

８
，
４ ②入力M

ノ

ロ数値を手入力する場合誤っ園 囹画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す
る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

ロ※1の数値と年表【1300】の(1 ．い)の合計数が月報【1040】の(24･L,)の年間累計数と－
致しているか

民訴法

会社法

労審法
破産怯

民再法

会社更生法

更特肱

承認援助法

６７

‐
７
Ⅱ
－
１
１
１
１

ワ
】
向
い
《
ｂ
ワ
】
７
‐
り
』
，
１
４
．

【
ソ
ハ
ら
、
乙
・
１
．
１
剣
１
．
Ｌ
’
１

15 閲覧等の制限の申立て6 M

民訴法

会社法

労審法
破産法

民再法

会社更生法

更特法

承認援助法

92Ⅲ

887m

26Ⅱ

l21II

l7Ⅲ

l21II
ql ●旬〃B

ll』1ft〕

14Ⅲ

'‘繍擁鱸鰹
ワ

(補足）

(注意）

M

法
法
訴
訟
民
非

ハ
Ｍｌ
３
２
５

8 21 文書提出命令の申立 M

破産脊告Iii1の保全処分の順
寸 一<

和裁脇蛤決定航〃保全処分
の 11･I な て

再生手縄開始決定
前の‘保翁処守ぴﾄ申立･ぐ

！

破産法
典緋止

５
５
５
割
１
１

ｑ

》

和

０

。
Ⅸ
。

６
７

Ｉ

Ｆ I I③確認･報告
ノ10 有I議法 ”

□ の表牙 はないか
民極りと
史特払；

釦/9

1“

｝

”
前
一
仮
恥

沁
一
罪

１

２

１
１ 仮

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

登記を命ずる

56 処分の申 立て 不薙法 108 M

| '， 117 過納手数料惇の還付決定え
11〔ミ 徹処分の中 Ⅸて

!？ ：F''謬罰零除f又￥

2．謡錨噸'許蒋嘩
4ヮ 配偶者暴力等に関する保護
ｭ~ 命令の効力の停止の申立て

A， 配偶者暴力等に関する保護
壷』 命令の取消しの申立て

民無費}'1法9』 10

民訴法

非訟法

３
２
２
１

６
１
フ
－

ク２
４
５

９
ワ
ー
１４

５
６
７

１

１

１

１

M

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

民訴法 132の.） M

【入力セル】

「雨一]M1NTASから取り込んだ数値と手入力した数値を合算する項目

■■■■報告対象外

配偶者暴力防止法 16111 ，
28の2
M

配偶者暴力防止法 】7，
28の2
M

b



〔)l 12情報政策課

民行年N･2民事・行政年表（地方） （その4）

【13()()】 表7

‘櫛 件 の ’
雑新受内訳表

穂 甑 1(C表） 執行雑

基 本 法 条 ｜ 件 敦
①事前確認

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者|こ確認
したか

□ 11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月分の
月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

執行雑事件総数
（受付通達別表蕊】 ）

法
法
執
保
民
民

1 1， 167の4，

16
l 執行異雛のIF立て 不動・償

民執怯

民執規

日
毎
ｆ
伽
【
咄１

ｍ
過
り

の
剛
８
１
９

６
９
，
Ｌ
Ｊ

２
１
８

の
，
鵬

５
１

貞
叩
印
Ｉ
Ｉ
Ｐ
⑥

‐
７
Ｙ
Ⅳ

弱
Ⅳ
１
Ｍ

売却等のための保全
処分等の申立て

３ 不動

民執法

民執規
９
２
肥
の
６
氏
減
り
〒
Ｉ

向
Ｈ
｝
ｑ
望
守
ｒ

ｐ
Ｕ
ひ
。
Ｉ
。

１
人
《
〕
Ｕ
Ｊ

Ｉ
ｎ
国
》
〆
⑥

１
１
６
ワ
ー
リ
＆

州
●
些
弓
Ｊ
Ｉ
ｌ
、
ノ

ー
且
乱
凹
》
Ｐ
”
ｖ

９
０
行
、
句
Ｊ

－
ｈ
ｂ
４
▽
子
ｊ
ワ
ｆ

ケ
ー
ｑ
ｕ
１
４
１
４

不動産等の捌際による
10 売却許可決定の取澗し

の 申 立 て

売却不動産等の引渡命
l l

令 の 申 立 て

23 催付命令の申立て

2.1 瀬渡命令等ひ)申立て

29 代椿執行の申立て

31 間接強怖リの申立て

45 換価命令の申立て

強制執行等続行の決定
46

の 申 請

滞納処分驍行承認の決
48

定 の 綱。 求

9 内覧実施命令の申立て

動産鍵売開始の許可
33

の 申 立 て

’ I‘I 下動 ②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合誤って1■■の画面に手入力していないか
（補足)「1月｣から｢12月｣まで月こ'とに手入力するのではなく，年間数値をまとめて手入力する場合

民執法

民執蝋

９８８８ｌＬ
５
２
７

１
１

３
４
８
８

囮

不動

には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特|こ注意すぺき点】

□※1について,債権執行に関する数値に入力漏れがないか(債権執行事件管理プログラム(債権）
から数値を取り込むことができないため）

□※1の数値と年表【1ク90】の(1.い)の合計数が月報【1040】の(24.い)の年間累計数と一致し
ているか．

６
７
８
９
０
Ⅱ
２
３
１

民執法 159. 167のl(). 193 蟹

民執法 161, 167, 167〔ﾉ〕 L0, 1” 潰

不動民執挫 171 1

(補足）

(注意）

民執法 167の151 , 167の16，
1721 ． 【731

不動

魎話髄法 1 1 噴

荷調法 3, 17‘ 19,2(), 20の8･20

の10．20の1 1
不動・償

浦調法 25,33,35.36, 36の
1 1 ，36の13'36のM

不動・償

’ I③確認･報告
ノ

ロ’ ｜の霞示I Iはないか
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合.手入力した数値と業務系システムから取り込ん

だ数値の両方を計上している可能性があります

民執法 64の21 不醐

不動民執法 190Ⅱ

し、

【入力セル】

｢末而~手1民事執行処理システム(不動産)から取り込んだ数値と手入力した
数値を合算する項目

｢雨｢ﾃWn民事執行処理システム(不動産>及び債権執行事件管理プログラム
（債権）から取り込んだ数値を合算する項目

「未画司民事執行処理システム(不動産）から数値を取り込める項目

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

｜ 縦 ｜債権執行事件管理プログラム（債権）から数値を取り込める項目

※業務系システムを利用していない民事保全に関する数値等については‘

別途該当欄に手入力してください



()1． 12情報政策課

民行年N･3民事・行政年表（高等） （その1）
’

’年表作成上の留意事項

…表l 民事控訴・上告新受内訳表

I ’①事前確認
訴 え の 目 的 上 告 控 訴

I…I ！ ※2 ｝総
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
７
３
４
５
６
８

ｑ
Ｉ
Ｌ
１
上
Ｑ
Ｉ
Ｌ
１
上
且
Ｉ
上
ｇ
Ｉ
Ｌ
■
Ｉ
上
ｑ
Ｉ
Ｌ
、
Ｉ
上
■
’
八
、
〃
］
、
〃
』
ハ
ノ
』
ワ
色
句
＆
（
″
今
句
当
〔
〃
』
旬
〃
』

数 口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者

に確認したか人事を 目的とする訴え

金銭を 目的とする訴え

(うち）売買代金（売掛代金を含む）(うち）売買代金（売掛代金を含む）

|②入力 L－②入力貸
言
雛
鳥
爺

貸
言
雛
鳥
爺 小

金
垂
マ
ｊ
債
－
償
１

金
垂
マ
ｊ
債
－
償
１

金 . 求 1貰

閏係事｛牛に
故による損
謝料春合

他の損害
謝料穿会

金 . 求 1貰

閏係事｛牛に
故による損
謝料春合

他の損害
謝料穿会

金
舞
蕃
諦

金
舞
蕃
諦

【本表において特に注意すべき点】

□※1について‘次の数値と一致しているか

・ 月報【1070】の(3.い)の年間累計数

・ 年表【1331】の(1 ．い）

□※2について，次の数値と一致しているか

・ 月報【1070】の(2･u)の年間累計数

・年表且旦里】の(' ･ろ）
（補足）

｜

切手金（異議を除く）

・ 小切手異議

青権債務存否確認

小切手金（異議を除く）

・ 小切手異議

青権債務存否確認

手形手形

金銭債権債務存否金銭債権債務存否

建物を 目的とする訴え

上地を 目 的 と する i岬え

（境界（筆界） に関する訴えを除く）

請 求 異 議 の訴 え

’ ’第 者異 議の訴え三

③確認･報告
」そ の 他 の 訴 え

□ Z表洲 |まないか（金銭建築請負代金等

を目的建築暇疵による損害賠償
医療行為による損害賠償

とする公害による損害賠償

労働に関する訴え
訴えの

知的財産権に閨する訴え

うら） 簡易確定決定に対する異議

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

【入力セル】

自動計算

回MINTASから数値を取り込める項目

■報告対象外

弱． 鋤 に 関 す る 緋 え

(金銭を目的とする訴えを除く ）
知的財薩碓に関する訴え

（金銭を目的とする訴えを除く ）

公害に係る差止めの訴え

境界 （筆界） に関する訴え

共通義務確認の訴え

い ろ

(注) 「金銭を目的とする訴え」欄には， うち数として表示された件名

以外の「その他｣の駆件を含めて計上する軸



01， 12情報政策課

民行年N･3民事・行政年表（高等） （その1）
年表作成上の留意事項

【13311 表2 訴訟新受の訴額内訳表
1頁軍~訴訟事件1行政訴訟事件 I 1①事前確認

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

価額階級
上 告 控訴 控訴 第一審

唾．総 数１
２
３
４
１
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５

１
１
１
１
１
１

3()万円まで

60万円まで

’ I②入力
90万円まで

J

【本表において特に注意すべき点】140万円まで

200万円まで □※1について,次の数値と一致しているか

・ 月報【1070】の(3･LI)の年間累計数

・年表【131o】の(1 .い）

□※2について，次の数値と一致しているか

・ 月報【1070】の(2.い)の年間累計数

．年表【131o】の(1 ･ろ）

□※3について，月報【1070】の(22.い)の年間累計数と一致しているか

□※4について月報『10701の(21・い)の年間里計数』･一教してい為か

（補足）

500万円まで

1000万円まで

5000万円まで

1 億円 まで

億円 まで

口仮既済等再開により新受計上した件数について， （15)のいずれかに計上されているか10億円 まで

50億円まで

50億円を超える

’ 1③確認･報告算 定 不 能
非財産権上のもの

‐
ノ

い ろ は □
》
」
１

丁

|の表示 〉 はないか

【入力セル】

自動計算

因MINTASから数値を取り込める項目 ～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

民行年NC3民事・行政年表（高等） （その2）

【ﾕ340】 表3未済の審理期間表 (A表）

1年

以内

年
内

〈
色
Ｎ
麩

6 月

以内
年
内

勺
○
叩
承
１
Ｊ

年
内

４
以

10年

以内

年
内

10年を

超える

５
以

事 件 総数

(ﾈ） 控 訴

(ﾂ） 上 告
？
】

[回(行ｹ）第一審訴訟３
４ 唾］(行.）控 訴

い ろ は に へ と ち りほ

【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目

■■■■■■ ■ ■－■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ﾛ■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■一己 ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■

’年表作成上の留意事項

’ 1①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

{②入力 1②入力
ノ

| 【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【1070】の(2．は)と一致しているか

□※2について， 12月分の月報【1070】の(3．は)と一致しているか

□※3について， 12月分の月報【1070】の(21 ｡は)と一致しているか

□※4について‘ 12月分の月報【1070】の(22．は)と一致しているか

Ir

h目，

’③確認･報告
ノ

□ の表利 はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

民事・行政年表（高等） （その2）民行年No.3

【1350】 表3 未済の審理期間表 (B表）

2年を

超える
総数 6月以内 1年以内事 '4 3月以内 2年以内

函(ﾗ） 抗
生
ロ

1

:函(行ｽ）抗
生
ロ

２

ろ は に ほい ′、

【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目

■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ 日 ■ ■■■■■■ ■ ■ー■ ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■

’年表作成上の留意事項

{①事前確認 I①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担

当者に確認したか

ｒ
Ｌ

1②入力
ノ

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【1070】の(7｡は)と一致しているか

□※2について， 12月分の月報【1070】の(26･は)と一致しているか

|③確認報告I③確認･報告
ノ

’ の表示口’ はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



1

01. 12情報政策課

民事・行政年表（高等） （その2）民行年No.3

、【13601 (A表） 表4抗告表新受・既済・未済表
既

決 定

事 件 新 受総 数|蓋, 『|素 却,。 判,差屋
｜取 消 し新 受 総 数事 件

棄 却却 下

～済

さ

末 済取下げ命 令 その他

移 送

民事 ・ 行政抗告1

（うち）配偶者暴力等に関

する保護命令の申立てにつ

いての裁判に対するもの

２

ち り ぬ るい ろ は

(注） 原裁判所が地方裁判所の事件数を計上する。

に
し

ほ へ

【入力セル】

自動計算

gMINTASから数値を取り込める項目

■■■■■■ 毎 ■ ■■■■■■ ■ ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■一■ ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ Q■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ﾛ■■

’ ’年表作成上の留意事項

|①事前確認 I①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に

確認したか

|②入力 1②入力
ノ

【本表において特に注意すべき点】

□※1の数値と年表【1385】の(1 .い)の合計数が月報【1070】の(7･い)+(26･い)の年間

累計数と一致しているか

□※2の数値と年表【1385】の(1･ろ)の合計数が月報【1070】の(7･ろ)+(26･ろ)の年間

累計数と一致しているか

(補足）

|③確認報告I③確認･報告
ノ

□’ ﾛの表示 ’はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

未済欄＝(前年未済)＋(当年新受)－(当年既済)と自動計算



01. 12情報政策課

民事・行政年表（高等） （その2）民行年No. 3

’ 未済欄＝(前年未済)＋(当年新受)一(当年既済)と自動計算

【1365】 表4抗告表 、～
霧済既 ． 済

総数|許可|不許可|取下げ|その他

新受事 件

許可抗告申立て］

ほ へ とい ブ はっ
一
“
」Ｉ

【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目

■I■■■■■ ■ 旬 ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ 色 ■■I■■■■ ■ ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ 再 ■■■■■■ ■

’ ’年表作成上の留意事項

ｒ
Ｌ

I①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に

確認したか

{ I②入力
ノ

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,次の数値と一致しているか

。年表【1370】の(1 ･ろ）

・ 月報【1070】の(11 ・い)+(30･い)の年間累計数

□※2について,月報【1070】の(11･ろ)+(30.ろ)の年間累計数と一致しているか

（補足)－

塁

1③確認｡報告
ノ

□ の表示 I はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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年表作成上の留意事項民行年N･3民事・行政年表（高等） (その2）

｢ 豆扇豆手…雨忌…司１
２
３
４
５
６
７
８
９
０１

②入力

ロ数値を手入力する場合.誤っ■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく‘年間数値をまとめて手入力す

・ る場合には, 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,年表【1360】の(1.い)と一致しているか

ロ※2について,年表【1365】の(1.い)と－致しているか

□※3について,入力漏れがないか(必ず手入力）

11

12

③確認･報告
13

■■■■■■■の豪ゞ□ はないか14

15

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～16

17

18

↓

【入力セル】

回MlNTASから数値を取り込める項目

口手入力をする項目

①事前確認

抗告及び許可抗告申立て新受総数

抗 借

I ※1

汗可抗雀

申 立 て

※2

(うち）
裁判官に対する除斥・忌避申立却下決定に対するもの

裁判所書記官に対する除斥・忌避申立却下決定に対するもの

訴訟費用等の額の確定処分に対する異議申立てについての決定に対す
るもの

救助の申立て却下決定に対するもの

閲覧等制限決定の申立てについての裁判に対するもの

文書提出命令の申立てについての決定に対するもの

保全命令申立却下決定に対するもの

保全異議又は保全取消しの中立てについての決定に対するもの

破産手続開始決定に対するもの

借地条件変更の申立てについての決定に対するもの

増改築許可の申立てについての決定に対するもの

賃借権譲渡・転貸許plの申立てについての決定に対するもの

執行抗告の原審却下決定に対するもの

売却のための保全処分に対するもの

売却許可決定に対するもの

買受人の申立てによる引涯命令に対するもの

財産開示手続実施決定に対するもの

F 可

※3

ミ ーノ



o1 ． 12 情蠅政策蝶

民事・行政年表（高等） （その3）民行年N<1．3

【 1385】 表5 抗告表（原裁判所が家庭裁判所の譜件） （A表） 抗告甲立ての要旨表
既

原審判の 決 定

要 旨 認容却下 取消し

の別 新 受総 数却 下棄 即自 判差戻し

総 数

2別一 l等後 見 開 始 等 認容

3 却下

4別一 I7等保 佐 開 始 等 認容

5 却下

6別－ 36等補 助 開 始 等 露容

7 却下

20別一 5等後 見 人 等 解 任 認容

21 却下

8別－ 56等失 鯨 宣 告 等 認容

9 却下

10別－60 『． の 氏 の 変 更 却下

| l別-61 養 子 縁 組 却下

12別－62 死 後 離 縁 認容

13 却下

14 認容

15別一“等特別養 子 縁組 等

16 却下

17

1胤別－67等親 椎 喪 失 等 認容

19 却下

56別－8.I等扶綻義 務設定等 認容

57別二 9等扶 義 却下

58別－ 86等相 続 人 廃 除 等 認容

59 却下

22別一月9 放 棄 等 の 期 間 却下

23別－91 放 棄 等 取 消 却下

24別－92 相 続 限 定 承 認 却下

25別－ 95 相 続 放 棄 却下

26別－101 特 別 縁 故 者 認容

27 却下

28別－102 遺 言 の 確 認 認容

29 却下

30別－104 執 行 者 選 任 却下

31別－106等執 行 者 解 任 等 認容

32 却下

33別－110 遺 留 分 放 棄 却下

34別－122 戸篤法の氏の変更 認容

35 却下

36別－122 戸篇推の名の変更 却下

37別－123 就 篤 却下

38別-121 戸 鰐 訂 正 認容

39 却下

40別-125 市町村長処分不服 認容

41 却下

42別一l27等児 童 福祉法 28 条 認容

43 却下

79別－128の2引き続いての一時保護の承認 認容

80 却下

77別－134 遺留分の廊定;こ係る合意、許可 認容

73 却下

原審判の

認容却下

の別

要

匡日

新 受 総 数 却 T 棄 却

別一 l等後 見 開 始 等

別一 I7等保 佐 開 始 等

別－ 36等補 助 開 始 等

別一 5等後 見 人 等 解 任

別－ 56等失 諒

｛亘

告 等

別－62 死 後 離 縁

認容

別一“等特別養 子 縁組 等

却下

別－67等親 椎 喪

等

生

別－8.I等扶綻義 務設定等

別二 9等扶 獲

別－ 86等相 続 人 廃 除 等

別－101 特 別 縁 故 者

別－102 遺 言 の 確 認

別－106等執 行 者 解 任 等

別－122 戸篤法の氏の変更

別－121 戸 簸 訂 正

別-125 市町村長処分不服

別－127琴 児 童 福祉法 28 条

別－128の2引き続いての一時保護の承認

別－134 遺留分の廠定;こ係る合意､許可

、、さ

末 済

済

侈 送 命 令 取下げ その他

軍
国
画
画
■
■

I■■

未済欄＝(前年未済)＋(当年新受)一(当年既済)と自動計算
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別二 l 夫 婦 同 届 認容

却下

認容

却下

認容

却下

認容

却下

認容

却下

認容

却下

認容

却下

認容

却下

認容

却下

認容

却下

却下

却下 ．

却下

認容

却下

茎114肘''二 l 夫 蝿 ’百」

45

46％I'二 2 酷 姻 瀦 用

47

48別二 3 千 の 5

fl9

50別二 4 財 産 タ

51

52別二 5等祭 祀 の 承

53

54別二 8 親 権 者 変

55

60別二 14 寄 与

61

62別二 12等遺 産 分

63

81別三 15 特別の寄与に閨

82

75別二 16 謂求すべき按分割合に

76

64裁 判 官 忌

65参 与 員 忌

66番 記 官 忌

67審 判 前 の 保 全

68

69審 判 。 調 停 調 書

70鑑 定 人 忌

71移 送 の 裁

72過 料 の 裁

73執 行 抗

74 そ の

BI'二 2 姥 姻 鞠 用

別二 3 千 の 監

別二 4 財 産 分

別二 5等祭 祀 の 承

別二 8 親 権 者 変

別二 14 寄 与

別二 12等遺 産 分

別三 15 特別の寄与に閨

別二 16 謂求すべき按分割合に

審 判 前 の 保 全

分 担

一
一
』

酉
画
室

画

酉

】

■
■
■

護

与

継 者

更 等

分

■■■■割 等

する処分

■■■閲す-る処分

避
一
避
一
避

処 分

更 正
一
避
一
判
一
判
一
告
一
他

い ろ は に ほ へ と ら し） ぬ る

｢別－63等特別養子縁組等」欄の「認容j又は「却下」燗の上段Iこうら数として計上する雀(注） 特別婆子縁組離縁があった場合には

【入力セル】

自動計算

回MINTASから数値を取り込める項目

一■ ●一● ■一色 ■ーb ●一口 ■一■ ■一■ ○一● ■一旬 ●ー■ ■一● ○一■ ■一｡ ●－● B－U e－昏 ■一■ ■一■ ■－■ ■一● ■一● ■一

年表作成上の留意事項

{ ’①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記賊が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

’ ②入力 ノ

【本表において特に注意すべき点】

特になし

’ 1③確認･報告
ノ

’’
はなL|の表示□ 1か

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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らよう印年N･ 1 ちょう用印紙額年表
’

筋
Ｒ
Ｃ
０
０
０
０
Ｃ
Ｏ
０
０
○
○
○
○
Ｏ
○

○
○
０

０
京
侭
０
０
Ｏ
Ｃ
○
○
○
○
Ｃ

Ｏ
５
厄
胱
Ｏ
－
Ｕ
○
○
ｏ
ｎ
↓
一
〕
ｏ
ｎ
｝
○
○
○
○
０
。
○
○
○
○
｜
Ｕ

高
慨
Ｃ
Ｏ
○
０
、
一

。

Ｃ

Ｃ

Ｉ
苫
』
・
も
《
．
・
ｈ
７
封
９
０
。
Ｉ
２
３
。
‐
。
①
６
７
，
①
１
，
Ｊ

回

６

鳩
旧
鋤
別

「

LI ①事前確認
b●

【4 郡
一
敗

L売川印祇甑 円

’口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は
記載担当者に確認したか

□「訴訟の目的の価額｣等ではなく‘ 「ちよう用された印紙額｣を計上しているか

1～偶の』卜

｜
’

Ｑ

噸
願

Ｊ

Ⅱ
“
の
頂

旧

制
〃

１６

■ワ
』
３
８

－
仏
｜

粟
哺
萠
可
雨

衷
の
捉
喪
展

別
虎
別
別
別

昏
軒
骨
冑

民
促
腿
民

凧一万所状

漉 訴 状

上 若 桃

『りめ調伏

M・筋P

M
訴 状

M

I
M・補P

②入力
H～ユア”計

硫 告 耽 (耗唇別畏砺一い, 』抄J】期 .）

口鯛諾鯛霊｣蕊唖蛎嚇:職熱値を藍こ
めて手入力する場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

M・ イミ動

冬〃他の

中立て，

申出 ，

申 詞

堂払傍 （虻

民巾亨i 戯

商事非錘

〔艮廿Wi麦罵－10n噸

（民碑別央流-16の埴

I尺骨別表可－12． 1偶ハJ、

ｂ
ｊ
■
９
Ｊ
二
１
Ｊ

I叩
他
咽

Ｊ

の

３

４

革
耐
麗
涙

艮
や
Ｊ
Ｄ
ｎ

ｇ
目
月
民
陛

誕
畷
巳
Ｌ

非
ご地

事

倫

幌

③確認｡報告
M･不動･破・ j曲再

｜ □’ b表桓 はなしM・耐P》
1か

宅地埋物 M・簡P】

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して.統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系シス
テムから取り込んだ数値の両方を計上している可能性があります 訓

１
１
ｌ

事
事
宵

飼
雨
虹

M’鰄P

仲
で
詞
立
事
小
民
の

M・術1，》

I

空
劉
割
室
郡

M

登 君 M・閉P』

:皇篭
M・筋I

M・簡PI

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

Ｃ
Ｏ

Ｏ
Ｏ
○
○
○
０

０
◎

０
。
。
Ｃ
Ｏ

家率寄則

調陣鋤

叩 曲 言

別R菰一斎桝 (民骨別痩第一Lｳ”J、 〕 M

別.犬飼当斎判 （民行別k雨－1 :1宛2.ハ頃 M

【入力セル】

自動計算

劃 坤 （ ‘’

京 乖 確

M

M

耶件諏等”､〃』を軟・配晩"要L牡い申】Z‐r淳

駒行文付与詞申立て 【に厨剛｣喪鞆こげ｣4の項 ）

不動（一部）

業務系システムから数値を取り込める項目

※業務系システムの略称は次のとおり

M ･MINTAS

滴P ・期日進行管理ブﾛグﾗﾑ(簡裁民事事件用）

不動：民事執行処理ｼｽﾃﾑ(不動産）

（ただし， 「 （－部） 」 とあるものは 各庁lこおいて．個別に同システムに登録している申立て等のみ）

破 ・破産事件処理プログラム

通再：通常再生事件処理プログラム

L,

(注愈）

1 ﾆｶ表は， 事件について. b上う用された印紙繭をi欠｡】と』』り入力すそ, .
（1） 3ないL6. 8なし 、し15の．稚欄I士. 砺件詞への弘載及び巾件卿へ'J姪鹸iこ代わるコンビニ
ーターの記尿装磯への記録i邑農づいた印紙額

(2) 26柵は， 澗件溝｡､の盤峨又は諺件博への理粘;こ1Yｵ,るｺﾝピﾆｰﾀｰの記鰍装籏へ1，記録
を蝉したいII1立て等(細行文付与の申立てを除く. )に争ういて. 各斤に猫いて恥計した印紙刎（
記録の測覧.脳写股が蒋輌リノ交1.1の手歌科を含む』 l

（ﾖ1 27個1．k． ウハ行ズ付与力申立てについて. 各庁lこおし､て巣#fL止印11ﾓ額
2 手赦判が過大に納付されたことに上り, 又は申立ての却下器しくは収.Fけ.に.k11 .現金府L<
は両11詞I証明を付Lた収入印祇をしって週付した額(民訴揖川注【1条1項,”A, 5項. 1 0
.差) ‘ ｽは過大に納付された分に-Jいて放禦された詞は控除せす･にこの喪に計上･ ･ろ‘
3 再惟用証明をf:↑Lた印紙に上り納付された手･笠科"｣額は含めて計上寸一ろ．
4 移送を受けた事件に句いて移送帥にちこう期された印紙館は針上しない．
5 0印は当猿庁で計上すべき楓金示すものであみ．

｢~~]手入力をする項目

年表作成上の留意事項

＝二七.1■



01， 12情報政策課

刑事年N･ ’ 令状年表
【21 101

逮 捕 状 鑑定留置状

差押･ 記録命
令付差押 ， 捜

索 （許可）状

･ 検#i[許可状

鑑 定

（処分）

許可状

特 別

法上の

令 状

身体検査

令 状

処 分 総数 勾儲状 勾引状
総数 通常 緊急 被告人 被疑将

総 数
（ 2 と 3の計）１

２
３
４
円

部

に

一

、I 求
よ ろ 1， の

｣

』苧

Iー

発 付 I Kx'
聯 椎
に よ る 《、 の

典11 1

取 .|息． げ(撤回）

I K"IK※1

(K※イ ｝
ろ はし、 『マ

Tｰ ほ ちル り ぬ る、

ざ
α）

I この表にl乱‘召蝿Xの発付は計上しない， 【入力セル】
z 勾引状α'棚には,民郡事件lこおける可:出頭証人:こ対する勾引状1こついても計上する． ｜自動計算

’ K ｜KE ［ TASから取り込んだ数値と手入力した数値を合算する項目
（KEITASを利用していない場合には‘ 全て手入力をする項目）

｜手入力をする項目

｜ |報告対象外

一■ ■一宇 ■－■ ■－■ ■－c ■－－ ■－■ －－■ ■一● 廿一■ ■一■ ■－● ロー■ ■一■ 凸一● ■－e ■一e ■一● ●一心 ■一■ B－a ■一■ ｡－■ ■－■ ■一■ ■一■ ■－■ ■－■ ■－■ ■－■ ■－■ ■－

’ 年表作成上の留意事項

’ 1 ’①事前確認 ③確認･報告
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認し
たか

□ 1 1月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合． 12月分の
月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

』

ロ h表示 ’ 〕 はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合．手入力した数値と業務系システムから取り込んだ

数値の両方を計上している可能性があります‐

’ ②入力
～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

～集計項目・条件表については，KEITAS操作マニュアル付録1を参照～ロ数値を手入力する場合誤っ囹 B画商に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力する場合

には‘ 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，手入力で数値を補完することを忘れていないか

ま」(注意)※1の各項目にI

」

ロ
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刑事年N･2 被告人の処遇（勾留・保釈関係）年表

【2120】 表1 勾留．保釈に関する手続表

当該年度に勾留を
取り消された人員

当該年度に
勾留の執行

を停止されを停止

当該年度に
保釈を取消

された人員

当該年度に勾
留状を発{､lさ
れた被告人員

刑訴法87条 当該年度に保

釈を許可され

た人員

た人員
(うち）
刑訴法343条

の保釈失効
人 員

（うち）
刑訴法

90条の

保釈

(うち）

刑訴法

91条の

保釈

(うち）

刑訴法343条
の再保釈の

人 員

終局前後別

刑訴法

91 条
請求 職権

終局前（被告人）

２
３

終局前（被疑者）

終 局 後

い , ろ は に ほ へ と ち り ぬ る

【入力セル】

IKEITASから数値を取り込める項目
(KEITASを利用していない場合には． 手入力をする項目）

｜手入力をする項目

｜報告対象外

一■ ■－■ ■一・ ■ ■■■■■ ■ ･ ■■■■■ ■ ､－■ ■－■ ■ ■■■■■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■－■ ■－■ ■－■ ■ ■■■■■■ 町 ■－｡ ■ ,■■■■■ ･ ■ ■■■■■ ■ ■－C e一. o－■ g ■■■■■ ■ ■一

’’ 年表作成上の留意事項

’ I①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

（注意)｢■■■画面｣だけではなくロ 團面｣も適切に入力がされていないとKEITASから正しい数値が
出力されません

|②入力 I②入力

口数値を手入力する場合,誤って1 ゆ画面に手入力していないか

（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく，年間数値をまとめて手入力する場合には， 「12月」

を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□KEITAS操作マニュアル付録1(P63以降)に記載されている【集計項目･条件表】等と異なる内容でKEITASに入

力していないか

’ I③確認･報告
』

はないか□ １
の表示

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り込んだ数値の両方を

計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

～集計項目･条件表については,KEITAS操作マニュアル付録1を参照～
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刑事年No.3刑事雑事件年表 年表作成上の留意事項

【215<)】 表1 新受内訳表

I I①事前確認蕊 件 の 種 類 基 本 法 条 新受人員
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に

確認したか

□ 11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し,月報訂正報告書を提出している場合， 12月

分の月報報告'二おいて訂正分の数値を加減調整したか

総ｌ
ソ
一
８
３
４
５
６

２

数

群判の併合並びに腎籍の指定及び

移 『伝 ･ 移送の請求

、

8' 15Ⅱ 17， 19 K※1

被 告 人接見禁止等

の 請 求

K※1

81，207

披 疑 者 I〈 ※1

勾留理由開示の

謂 求

被告人側の請求 K ※1

82，207

被疑者側の請求 K※］

’ 1勾留取消 し の 請求 R7．91 K※1
②入力

ノ

ロ数値を手入力する場合,誤って■■の画面に手入力していないか
（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく‘年間数値をまとめて手入力す

る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すぺき点】

□※1について,手入力で数値を補完することを忘れていないか

保 釈 の
が
ｎ
吋

ユ
壺
凹 求 88．9 K※1

保釈取消 し の請求パ
パ
》
Ｑ
型
ヘ
リ
１
１
勾
色
。
⑭
幻
削
Ｒ
〉
〆
、
７
Ｊ
（
×
）
Ｑ
叙
ハ
リ

１
４
Ｉ
Ｌ
１
且
１
上
ｑ
１
人
－
Ｌ
Ｏ
Ｉ
Ｌ
ｑ
ｌ
Ｌ
１
人
Ｉ
上
ｎ
〃
』

K※］96 1

勾留執行停止の取消しの請求 96 1 K ※1

保釈保証余没取の請求 96ⅡI K※］

起訴前の勾留延長及び再延長の請求 208,208の2 K ※1

刑の執行猶予言渡取消しの請求

Iうt,】保護狽察に付された刑の執行猶予
の言渡取消 しの請求

Iうt,】保護狽察に付された刑の執行猶予
の言渡取消 しの請求

K※】
(補足)※1の各項目には

■
349

K※］

準 抗
に

．

多
一
ｒ

バワq K※］

K※］430

訴訟法上の令状請求 168, 199120'1,205,210,218等 K※」

’
21 ,26, 123,222,299の51 ，348』350，

362，467，5011 5()2，
刑訴蜆13． 15． 66の2答。 [Ⅸ※｣ 』K※1 」

その他訴訟法上の請求 ③確認｡報告

ノ 麺､かロ「 肋表示｜
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して！統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合手入力した数値と業務系システムから取り

込んだ数値の両方を計上している可能性があります

少年法6の5,43,税犯法2‘関税法121』

更生保誠法邸,逃亡犯罪人引浪法5』25樺
特別法上の令状請求

| (うち,少年法による観護状の請求(うち)少年法による硯護状の請求 少年法43

うち)国税犯則取締法等による令状請求 税犯法2,関税法l21等

少年法ふ1師,刑蒋法151 . Ⅱ， 】6,国速
刑輔法71 ･ ﾛ，険涛旗17.没収応肺法3．
逃亡犯罪ﾉ､引院法H』

報臓的犯罪処刑法服1V.Ⅵ､22, 23,26.32

37ｩ42,“,47,62‘“､67．73，

麻薬1守例法16Ⅲ･ 1V’ 19.20,13尋

グ 、

その他特別法上の請狼
ワ
ー K※1

1入カセルレ２
３
４
５
６
７

２
２
２
２
２
２

316の251 K※1
～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

～集計項目・条件表については,KEITAS操作マニュアル付録1を参照～

グ』字"ﾛ L, ■ｰI 『 β容二へI■八一脚＝凹暦ゲーーー､41秒Lu'三Fも "一″証拠開示にIH1する裁定の請求

｢~－]自動計算 ～集計項目条件表についてはKEITAS操作ﾏﾆ
ﾛ

rR~]KE! ¥A&から取り込んだ数値と手入力した数値を合算する項目
（KEITASを利用していない場合には， 全て手入力をする項目）

｢~~]手入力をする項目

316の261 K※1

裁判員法3 1 ，35，41 ，42，43．71 1
721 ． Ⅱ、93．94

裁 ： |」 員法上の請求等 K※1

(う世,）理由を示した不選任請求却下決定に
対す-る異議申立て

裁判員法35 K ※I

(ぅt,）裁判員・補充裁判員の解任請求 裁判員法41 K※I

(うら）裁判員等〃)解任・選定取稿諸求五11 1

決定に対す-ろ異議申立-て
(うら）裁判員等〃)解任・選定取稿諸求五11 1

決定に対す-ろ異議申立-て (KxIノ裁判員法42, 94

（.、

注 「その他特別法上の請求」に計上するもののうち刑事損害賠償命令雫ｲ牛に閏-する叩立てで
民事雑事件に該当するものについては， 件数を計上す-る。
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刑事雑事件年表刑事年No.3
年表作成上の留意事項

【2160】 表2処分結果表

１

２
３
４
５
４
６
７
８
９
０

１

１

②入力

口数値を手入力する場合,誤って■■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく､年間数値をまとめて手入力する

場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1，
（補足

上する必要があります。
これについてはKE汀ASから数値を出力することができないため,手入力してください

③確認･報告11

ロ■■■■■の表示■■■■■■■■はないか
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか
（補足)前年から数値が大幅に増加している場合‘手入力した数値と業務系システムから取り

込んだ数値の両方を計上している可能性があります

12

13

い

【入力セル】

FR－可KEITASから取り込んだ数値と手入力した数値を合算する項目
(KEITASを利用していない場合には，全て手入力をする項目）

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

～集計項目･条件表については,KEITAS操作マニュアル付録1を参照～

事 項 基 本 法 条 人 員

勾留理由開示の

実 施

被告人側の請求

被疑者側の請求

82.83.207

〆

K※1
、

K※1

起訴前の勾留延長及び再延長の
請 求 の 却 下 208，，208の2 K※1

準抗告による原裁判又は原処分の

取 消 し ・ 変 更

429

430

K※］

K※1

接見禁止等の請求

の禁止決定

被 告 人

被 疑 者

81．207

K※1

K※1

証拠開示に関する裁定
の謂求の認容決定
(一部兇容を含む。 ）

検察官の請求

被告人側の請求

316の251

K※1

K※1

証拠開示に関する裁定

の請求の却下決定等

検察官の請求

被告人側の請求

316の261

『 可

K※1 2

K※1 2
L 』

裁判員法上の異議申立てによる
原裁判の取消し ・ 不選任決定 裁判員法35 K※1

請求による裁判員・補充裁判員の解任決定 裁判員法41 K※1

裁判員法上の異雛申立てによる原裁判
の取消し ・解任（選定取消） 決定

裁判員法42,94
L
K※1

ノ
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刑事未済年表刑事年No.4

【2180】 表2未済事件の審理期間表 （地方）

合 議

2年を超

えるもの
事 3月以内件 総数 1月以内 6月以内 1年以内 2年以内 単独

裁定法 定

通常第一審事件1

(うち）裁判員事件３

再 審 事 件２

ろ は に ほ へ
Ｌ
） ぬし、 りち

【入力セル】

自動計算

KEITASから数値を取り込める項目

■報告対象外

Ⅱ■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■－● ■－｡ ■一● ■ q■■■■■ ■ ■ Ⅱ■■■■■ ■ ■ Ⅱ■■■■■ ■ ■ー■ ■ ■■■■■■ ｡ ■ I■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ C ■－■ 岳 Ⅱ■■■■■ ■ ■－■ 宜一● ■－■ ■一■ ■ ■■■■

’ ’年表作成上の留意事項

|①事前確認 I①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

（注意)同一被告人に対する複数の事件について弁論併合決定があった場合,KEITASで併合の処理がされていないと

正しい数値が出力されない

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し,月報訂正報告書を提出している場合， 12月分の月報報告において訂

正分の数値を加減調整したか

’ ｜
ノ

ロ数値を手入力する場合,誤って1 1の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力する場合には， 「12月｣を選択
して手入力してください

②入力

【本表において特に注意すべき点】

□※1についてり 12月分の月報【2030】の(2･は)と一致しているか

|③確認報告I③確認｡報告

｜ ロ はな(’
■
■
日
日
■
の表示 1か

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合，手入力した数値と業務系システムから取り込んだ数値の両方を計上し
ている可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

～集計項目･条件表については,KEITAS操作マニュアル付録1を参照～

ｰ込割 h写
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家事審判事件細別年表家事年No. ’

画未済欄=(前年未済)＋(当年新受)一(当年既済〕と自底
’ I31 13l

封※”

》棒

済の

未済

新

函唖

一

一

二

一

二

二

画

一
一
三
‐
軍

他
ｌ

｜一

ロエ」

」

げ下敗

一
言
二
」
一

下却容認
一
一
二
一

一

室Ｉ

〕
ｒ
毒
阜

既

幟

函

函

一

一

亘

二

一

拙
画
画

１
１
僻■

即
「
「

受
躯
やも

力
ｆ
惇
Ｌ
鋼
魔
ｌ

ｌ

ｌ

ｉ
Ｉ
Ｉ
調
！

砺停から係
塵1－f‐＃匙”〕
鞄敏その他認容却下取下げその 韮

坐
一
一
一
一

韮 よ
て

に
ず

而
申

残
る

口頭に
l・島由で『てP

事 件 総数

故 I 凄 1］

1‘ 件維倣［蕊可
間 始 等

洲 始 等

開 始 等 ．

謎

2別表 Z

3別一 l笄

4Zl｣－ 17鱒

5別一稲等

20別一 ，弊

22

Z隅

2:；

27 （TL

Z4

28

塾1 ，

25

1 1別－ 70

Z9別一 4尋

30別一 高吟

F哀〒3【

3Z別一 9等

測BII- lO等

35別－ 11尋

16％リー 12零

105別－ 1ZのZ

10(i別－ 12の2

F~5T107

36別一 l3等

37別－ 14惇

沌Fﾗ〒
17別－ 15等

39別－ 16鉾

lO8HIl－ 1nの2

．10別－25雰

6別一弱

7別－56尋

102別－53

内別－ 59

9別一 no

10別一川
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財 産 分 与

祭 舵 の 承継 者

離 縄 後 規 縦

親 権 者 変 更 等

扶 養

遺 産 分 剛 惇

寄 与 分

特別の寄与に閣十る処分

請求すべき按分割合

生活保語法 77 条

天 亀 鯉 醗 雲 思

擢 §も ノ､ , 己 駁 電f

,え 産 む旨 醐 娘」
I ｜

聿聿匡仁は年引L l

し、 ろ ば iこ ほ へ と ち り ぬ ろ

【入力セル】

自動計算

回MINTASから数値を取り込める項目

口手入力をする項目

■張告対象外

一■ ●_■ ■_● ■ー◆ ｡_■ ■一■ ■_■ ■一● ■ー■ ■一● ●ー■ ●一｡ ●－■ 叩一■ ■－■ ■ B ● ■ー ■ ■ ■ 勺 ■ ■ * ● ■ ■ ■ b ● ■ q

’ ’年表作成上の留意事項

’ ’
寺

①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

□ 1 1月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合‘ 12月分の月報報告において訂正分の数値を加減調
整したか

’

’ 1②入力
ノ

｡(糖諸臓藻｣婆鯉嚇謝黙蝋値をまとめて零入力する場含に峰｢,2屑｣を選択して掌入力して〈※
さい

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,月報【3012】の(2.い)の年間累計数と一致しているか

□※2について,月報【3012】の(2･ろ)の年間累計数と一致しているか

□※3について， 12月分の月報【3012】の(2．ほ)と一致しているか

□※4について,月報【3012】の(3.い)の年間累計数と一致しているか

□※5について．月報【3012】の(3･ろ)の年間累計数と一致しているか

□※6について． 12月分の月報【3012】の(3.ぼ)と一致しているか

□※7について，月報【3012】の(4.い)の年間累計数と一致しているか

□※8について，月報【3012】の(4･ろ)の年間累計数と一致しているか

□※9について‘ 12月分の月報【3012】の(4.ほ)と一致しているか
補足

■（

□ 事件の申立ての趣旨が審判又は調停の途中で変更され.終局時の事件の内容が申立て時のそれと異なった事件について.受理8詞三画在L
た事件の種類に従って計上されているか

樗云
ノ

ロ ’ ■の表圖 限麺‘か
【｢承認侍｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅lこ異なる散値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合．手入力した数値と業務系システムから取り込んだ数値の両方を計上している可能性があり
ます

～不明な点は作成要領で随魂すること(統計システムダウンロードページに掲載>～
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家事年N･2家事調停事件細別年表

未済欄＝(前年未済)十(当年新受)－(当年既済)と自動計算
、

～【31221
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婚姻中の夫哺間

婚姻外の男女問

碗婚後の慰謝料等

親族問 の紛争

合意に相当？~る審半 |事項

協読離婚無効 ・ 取消

認 知

凧 出 否 認

親子関係不存在確認

協読離婚無効 ・ 取消

1卿認 知

凧 出 否 認

親子関係不存在確認

' f"）

二F二F
隙 縁

そ の 他

と ち り ぬ る を わ か よ たい ろ は に ， ほ れ

【入力セル】

自動計算

□MINTASから数値を取り込める項目

口手入力をする項目

■報告対象外
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【3122】家事年NO.2家事調停事件細別年表

年表作成上の留意事項

①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担

当者に確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し,月報訂正報告書を提出している場合，

12月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

②入力

口数値を手入力する場合,誤ってB画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入

力する場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,月報【3012】の(6･い)の年間累計数と一致しているか

□※2について,月報【3012】の(6･ろ)の年間累計数と一致しているか

□※3について， 12月分の月報【3012】の(6．ほ)と一致しているか

□※4について,月報【3012】の(7.い)の年間累計数と一致しているか

□※5について,月報【3012】の(7･ろ)の年間累計数と一致しているか

□※6について, 12月分の月報【3012】の(7･lf)と－致しているか

□※7について,月報【3012】の(9°い)の年間累計数と一致しているか

□※8について,月報【3012】の(9･ろ)の年間累計数と一致しているか

□※9について, 12月分の月報【3012】の(9．ほ)と一致しているか

(補足）

口事件の申立ての趣旨が審判又は調停の途中で変更され,終局時の事件の内容が申立

て時のそれと異なった事件について,受理時に計上した事件の種類に従って計上されて

いるか

③確認･報告

□■■■■■■■■の表示 はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムか

ら取り込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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家事年N･3 家事審判事件及び家事調停事件の審理期間年表
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審判事件
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ax

｜ ※5 =T-=1 _ ﾛ~
別表第一 I

I 一一一J別表第二
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調停事件
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は に ほ へ と ち り ぬ

！
1

別表流二 ※5

別表第二以外 I
ろし、

を わ か よ たの

【入力セル】

自動計算

口MINTASから数値を取り込める項目

■報告対象外

ー■ ■一■ e一■ ■一b ■－■ ●一■ ■一申 ●一■ ■一旬 合一● ■ーb ■一■ ■一■ ■一○ ■ー● ■一■ ■一■ ■ ﾛ ■ ■ ■ q ﾛ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 凸 ■ ■ ■ ■ U B ■ ■ ■ ﾛ ■ ■ ■ ﾛ

’年表作成上の留意事項

|①事前確認L－－①事前確認 |③確認報告 I③確認･報告
一一一一一一一ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記赦が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合． 12
月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

の表示□ はな↓ ､か

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合，手入力した数値と業務系システムから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

|②入力 ’②入力

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

口繍語鰐霊蔑灘露嚇懸)熱値を霊とめて手入カォ
る場合には． 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すぺき点】

ロ※1について,年表【3113】の(1 ．へ)と一致しているか

□※2について.年表【3113】の(1 .る)と一致しているか

□※3について,年表【3122】の(1 ．と)と一致しているか

□※4について，年表【3122】の(1 .よ)と一致しているか

□※5について， 「1月｣から｢11月｣までの｢データ入力｣画面に数値を入力していないか
(補足）

月報･年表入力システ五利用
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家事年N･4その他の家事事件年表
未済欄＝(前年未済)＋(当年新受)－(当年既済)と自動計算

、【3172】 表1 審判前の保全処分及びその取消事件表

既 済
総数|認容|却下|取下げIその他

ユ

未済保全処分及びその取消事件保全処分及びその取消事件

1 総 数

2 審判前の保全処分の取消しの申立て

3 財産の管理者の選任等の申立て

4 墜摩の管理者の後見等を受けるべきことを命ずる処分の申
￥L

5 仮差押え，仮処分その他の保全処分の申立て

6 （うち）金銭仮払仮処分 別二

7 別三

8 別二

9 別二

10 そ

1 1 （うち）子の引渡しを命ずる仮処分 別二

12 別二

13 そ
I弓

14 愛子となるべき者の監護者選任の申立て

,5 認確者.管理権者等の職務執行停止又は職務代行者選任の ’

財産の管理者の後見等を受けるべきことを命ずる処分の申
立て

仮差押え，仮処分その他の保全処分の申立て

（うち）金銭仮払仮処分

(うち）子の引渡しを命ずる仮処分

親権者．管理権者等の職務執行停止又は職務代行者選任の
申立て

本案審判事件 新受

l夫婦同居等

2婚姻費用分担

･3子の監識

10扶 養

の 他

3子の監護

8親権者変更等

の 他

’
児.贋と〃,而全又外辿悔の掘緩”亨立-ご

ﾘ止汽の身辺へのつき表とい又は住所熱;の付近のぱい〃､い俄
止の申竃て ｜ ’｜ ｜ ’

い は に ほ へろ と
(注） l 「仮差押え,仮処分その他の保全処分の申立て」閥に計上された事件の「 （うち）金銭仮払仮処分」及び「 （うち）子の引渡しを命-ずる仮処分」に

ついては， 内数として該当-す-ろ各欄にも計･上寸-る。

2 「 （うち）金銭仮払仮処分」及び「 （うち）子の引渡しを命~ずる仮処分」について， 1件として立件された保全処分及びその取消蕊件に複数の本案
審判事件が含まれている場合には， より上位に位置する本案蒋判事件1件を選択し ‘計上する。

【入力セル】

自動計算

EMINTASから数値を取り込める項目
■報告対象外

一■ ｡－● ■一色 ■－■ 甲一■ 勺一
■■■■■■Ⅱ■■ ■ 町 Q■■■■■ q O Ⅱ■■■■■ O ■－町 ■ ■■■■■■ ■ ■－■ ■ー■ ■ 1 ■ ■ ■ Ⅱ ､ ■ ■ ■ ■ ■

’ ’
I I①事前確認

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

ロ 11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合． 12月分の月報報告において訂正分
の数値を加減調整したか

I 1②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合誤って■■の画面に手入力していないか
（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す~る場合には， 「12月
手入力してください’

｣を選択して

(“認報舎L③確認･報告

ロﾛ■■■■■■の表示■■■■■■■■はないか
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り込んだ数値の両方を計上してい
る可能性があります

’

~不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンﾛｰドぺｰジに掲載)~

年表作成上の留意事項



01. 12情紺政策課

家事年N･5 家事渉外事件新受年表 ’年表作成上の留意事項

【32131 （A表） I

ID事前確認
総
一
審
一
別
一
汁
一
昨
一
昨
一
昨
一
昨
一
昨

汁
一
昨

０
１
２
３
４
５
１
０

数
一
数
一
数
一
等
一
淳
一
悌
一
任
一
代
一
理

等

組

、
－

口業務系システムの入力又は事件簿の記戴が完了していることを当該入力又は記薮担当者に
確認したか

事 件 総

一一 群 判 辨 件 総

後 見 開 始

保 佐 開 始

補 助 ル11 始

掻 見 人 等 選

利 益 相 反 特

不在者財産 擶

失 除 ’属 告

恭 子 縁

刈
識
際
一
癖
一
蹄
一
癖
一
吟
踊
一
跨
一
印

(補足） 、』 討 亘5画■

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合． 12月
分の月報報告|こおいて訂正分の数値を加減洲整したか

’ ’②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合誤って■■■の画面に手入力していないか
(補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく‘年間数値をまとめて手入力す
る場合には‘ 「12月｣を選択して手入力してください

息
９
３
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１
０
２

静
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
Ｚ
２
２
２
２
Ｚ
２
２
３
３
郡

別－63等 特別養 子縁組 等

別-34等 扶 穐 義務設定等

別-92 相 続 限 定 承 認

’ I
５

９

９
９

別
別

相 続 放 棄

相 続 人 不 分 明

③確認･報告

検 認

選 任

る法律関係

の変更

の変更

霜

ロ 一 1の表示I |はないか
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

(補足)前年から数値が大幅に増加している場合，手入力した数値と業務系ｼｽﾃﾑから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

別－103

別－104

別－1 11琴

別－122

別-122

別－123

通 言 書 の

執 行 者

任意後見契約に関寸

戸鰯法の氏

戸鮪法の弔

就

別-12.1 戸 席 訂 正

別-130 保 講 者 選 任 等 ~不明な点は作成要領で確認すること(統計ｼｽﾃﾑグｳﾝﾛｰドページに掲載)~

別一
諏
一

他叱

別表第 二 群 ･flI 事

別二 2 蛾 姻 器

件 総数

用 分 担

別二 子 の 驍 護

別二 ． ' 財 産 分 与

別二 g 観 構 者 変 更 等 【入力セル】

自動計算

回MINTASMlNTAS
別二 9弊 扶 侭

から数|直を取り込める項目

別二 12等

別二 1 ．1

遺 産 分 脊11 等

寄 ’ﾗ． 分

別二 學 の 1也

L，

(注） 家亦岬外事fl:とは, 申立人, H1手方‘ 蒋判

密受ける省,参加人,鵬41|続ﾉ､, 迪苫名･霧の

全部叉は一部が外個人である家享駆件をいう



01. 12情報政策課

家事年N･5 家事渉外事件新受年表 ’ 年表作成上の留意事項

【3223】 (B表）

I ’①事前確認
亭
第

竺
寸

１

２
３
４
８
９

表

調
別
別
別
別
別
別

事
一
義
一
婚
一
子
一
財
一
親
一
扶

件
一
倖
套
罹
の
産
善

数
一
数
一
担
一
誠
一
与
一
篝

１
２
３
４

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

暉騒篭躍無霊窪 一
(補足）

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し,月報訂正報告書を提出している場合12月

分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

５

６

養

Ｐ
Ｌ ’12等

14

虻
一
正
一
虻

遺
一
寄
一
そ

９
８
０
１
２
３
４

１
１
１
１
１

産 分
一
三

割 等
一
分
一
他

②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合,誤って■■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す
る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

の

別表第二以外の調停事件総数

婚 姻 中 の 夫 婦 間

合意に相当する審判事項
Ｆ
Ｌ ③確認･報告別二以外 そ 他の

ノ

ロ’ 回表示｜

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

し、

|はないか(注） 家事渉外事件とは， 申立人， 相手方，審判

を受ける者，参加人，被相続人，遺言新等の

全部又は一部が外国人である家事事件をいう。

口前年年表の数値と比較して，統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

【入力セル】

自動計算

EMINTASから数値を取り込める項目

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12備報政策課

家事年No.4その他の家事事件年表 ｜
年表作成上の留意事項

【池301

小

表4雑新受内訳表

件 の 前 類 ｜篭 本 法 条|件 散 ’ 1①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者
に確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し、月報訂正報告書を提出している場合． 12
月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

図
民事雄事件に該当する申立て総数
（受付通速別表第1及び第5）

２
３
４
５
６
７
３
８
９
０
１
４
５
６
７
８
２

１

１

１

１

11,1 ｣") 裁判官に対する除斥又
‘′ は忠避の申 立て

4 城判所縛記官に対する
, 除斥又は忌避の申立て

12 枚助 の 申 立 て

15 閲覧等の制限の申立て

16 ツボ縦劇鳴醗享

21 文蒋提出命令の申立て

’‘ 鳶庭鴬判副馴雫に‘すぞ

民訴法 23,24

民訴法 27,23,24

民訴法 tI2

I 1②入力民訴法921

ノ

ロ数値を手入力する場合.誤って■■■の画面に手入力していないか
（補足)「1月」から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す

る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1の合計数について.月報【3012】の(1 1 .い)の年間累計数と一致又はそれ以下となっ

ているか(数値に大きな差がある場合には誤りの可能性あり）

民訴法 92Ⅲ

民詠法 219

人訴法34の2
民訴法23

③
執行雑事件に該当する申立て総数

（受付通達別表第1 ）
｜

’
(補足

(一致

【》 剛

1 執行異議の申立て
民執法 11’ 167の4Ⅱ
民保法46

しない場合)次の事件は月報【3012】に計上するが,本表には計上しないため

・受付通達別表第5の12，0)(令状請求事件にかかる雑事件）

・受付通達別表第5の12(41)～(㈲(子の返還に関する事件にかかる雑事
件）

29 代待執行の申立て

31 間接強冊11 の申立て

民執法 171 1

民執法 I67の15 1 .

1671)16，
172 1 173 1

団
家事雑事件に該当す.る申立て総数
（受付通違別表第5）

‘》,;' 脅繰W蕊轆慰こ要
.､ 裁判所書記官に対する

.’ 除斥又は忌避の申立て

‘ 鳶庭脅''Wm1雫に渉阜

13 手続上の救助の申立て

’ I③確認･報告家訓法 10‘ 1 1 , 15

J

pl ｜の表示| iはないか
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り

込んだ数値の両方を計上している可能性があります

家事法 13， 10， 1 1

家zlF法 16， 10

家事法321

民執法 167の[5

167の16

172－ 173

､0 間接強冊11 の申立て

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲蔵)～I

(注） 1 表側稚号lないし1. 1 , 1 3は,人事訴訟事件，通常訴訟
班件及び保全命令事件に関連する申立て1こついて計上し, 表

側溌号1 2， 1 4ないし18については．家事審判那件，家
事調停事件及び審判前の保全処分事件に関連する申立てにつ

いて計上する．

2 表側番号12の「間接強制の申立て」には， 「間接強制決
定の変更等の申立て」を含まない“

【入力セル】

回MINT△MINTASから数値を取り込める項目



01. 12情報政策課

家事年N･6 訴訟等事件年表 年表作成上の留意事項

【3240】表1 訴訟事件新受の訴額等内訳表
訴 訟 事 、 件 I 1①事前確認

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

（家ホ）

人事訴訟
価 額 階級

(家へ）通常訴訟総数

金 銭 □11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月
分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

一又~5－1｜ ※’ 1 ｜ ※2 ’総 数１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３

１
１
１
１

60万円まで

|②入力 トー②入力
ノ

140万円まで

ロ数値を手入力する場合誤って■■の画面に手入力していないか
（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく，年間数値をまとめて手入力す
る場合には‘ 「12月」を選択して手入力してください

200万円まで

500万円まで

1000万円まで

5000万円まで
【本表において特に注意すべき点】

1 億円 まで

□※1について，月報【3012】の(12.い)の年間累計数と一致しているか

□※2について，月報【3012】の(13．い)の年間累計数と一致しているか

｡《湾っ‘…………憧と二…‘

5 億円 まで

10億円まで

50億円まで

50億円を超える 口仮既済等再開により新受計上した件数について， （13)のいずれかに計上されているか

算 定 不 能
非財産権卜の＊、の

い ろ は に

I 1③確認｡報告【入力セル】

自動計算

回MINTASから数値を取り込める項目

■報告対象外

』

□ の表示
Ｌ
ｌ
ｊ はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して.統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

訴訟等事件年表家事年No. 6

【3250】 表2 訴訟事件未済の審理期間表

10年

以内

10年を

超える
年
内
4年

以内

年
内

５
以

1年

以内

2年

以内

6 月

以内

３
以

（うち）

合識
未済総数事 件

(家ホ） 人事訴訟1

LXg_)(家へ） 通常訴訟2

ち り ぬL・
ーい ろ は に ほ へ

【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目

■－■ ■－■ ■ I■■■■■■ ■

年表作成上の留意事項

I 1①事前確認
． ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認

したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月分の

月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

1{ ②入力 ノ

ロ(駕語購霊爵唾駕鯏職鵠値をまとめて手入力する場
合には， 「12月｣を選択して手入力してください

1本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【3012】の(12･ lf)と一致しているか

□※2について､ 12月分の月報【3012】の(13.ほ)と一致しているか

I 1③確認｡報告
ノ

ロ｜ － ｜の表示|

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

|はないか

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り込ん

だ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



O1. 12情報政策課

訴訟等事件年表家事年NC6

【32601 表3保全命令事件未済の審理期間表

未済

総数

1年以

内
2年以
内

2年を

超える
6月以
内

3月以

内
事 件

〔重刃(家リ）保 全 命 令1

’ (うち） 仮 処 分２

い ろ は に ほ へ

【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目

■■■=■■■ u ■ー■ ■ I■■■■■■ ■ ■ ■■■■I■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■一陰 ● ■■■■■■ ● ■ ﾛ■■■ ■ ■ ■ ■ I ■ ■ 甲

’年表作成上の留意事項

Ｆ
Ｌ 1①事前確認

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認
したか

□ 11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月分の

月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

I 1②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合‘誤って｜ ｜の画面に手入力していないか
（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力する場合

には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【3012】の(19･ lZ)と一致しているか

□※2について， 12月分の月報【3012】の(20･ iZ)と一致しているか

I 1③確認｡報告
ノ

’ ゆ表示■ はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り込んだ

数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01 12 陦禍政策脂

I

少年年紬, ， 少年保護事件行為別新受内訳年表 年表作成上の留意事項
【41 121

行 勘

総 政

一 殿 1#： 礎 事 件 総 敬

刑 法 犯 穂 紋
( トヨ勤肛籾賑死偏処罰鯵扣を含む)

|①事前確認 I①事前確認
j

噸
一
一

一一一

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し、月報訂正報告書を提出している場合． 12

月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

1

3

4 窃 盗

職 盗

詐 敢

恐 唱

隅 前

ill 尖 物 体 柧 州

盗 ‘船 謀 曼 け 等

傷 宙

撫 宮 殿 死

腺 行

脅 迫

溌 人 （ 死 亡 さ せ プー 罪 ）

役 人 子 の 他

強 盗 致 慨

弦 塵 量 死

強 圃 ・ 強 制 性 交 弄 致 死

弛 盗 強 制 性 交 等

強 瀞I 性 冨 琴 致 死

強 制 性 交 等

わ い ・ぜ つ

鮒 I卑

佐 居 侵 入

放 火

矢 りく

遇 夫 孜 死 悩

迄失運鱈孜死傷及び梨務上 （唖)過失致死傷

往 来 妨 杏

雛 物 禍 堰 等

公 務 馴 行 妨 寄

危 険 埋 f展 政 死

危 険 胆 賑 政 慨

そ の 他

キッ Zll 嵯 犯 紺 砿

（自動車運伝死傷処罰法犯及び遍淵交通保衰事件を除く）

塁 力 行 為 群

遁 総 述 逆 ｣I[ 両

玩 砲 刀 宙II

9f 犯 兇

だ 作 IUj lL

風 附 営 襄 算

麻 栗

電 せ い 刑

州 人 国 管 亘 ･ 冠 民 認 定

滋 物 劇 物

そ の 他

ぐ 犯 総 教

i画 路 交 迩 保 露 甑 件 建 牧

黙 画 強 亮 政 死

襲 団 強 託

６

８
９
０
１
り
ご
３
唖
５
，
７
＃
９
０
１
２
３
４

１
１
６
４
１
，
１
ｌ
▲
１
１
１
１
ワ
ー
２
鋼
學
ゾ
凸
ヴ
》

’②入力
ロ数値を手入力する場合誤って■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく､年間数値をまとめて手入力す

る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,月報【4011】の(2.い)の年間累計数と一致しているか

□※2について，月報【4022】の(1 .い)の年間累計数と一致しているか

（補足）

’
６
７
８
り
０
１
ソ
》
３
４
５
６
７
３
９
０
１
ワ
ニ
Ｊ
４
外
６
７
８
９
０
１

⑪
《
？
》
ワ
ニ
２
３
３
３
３
３
３
Ｊ
３
＃
３
１
４
４
４
４
４
４
４
１
４
５
５

③確認･報告

□ ■の表 洲 はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して．統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合，手入力した数値と業務系システムから取り

込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

【入力セル】

自動計算

案務系システムから数値を取り込める噸目

(業務系ｼｽﾃﾑを利用していない唱合には，手入力をする項目〉



01 . 12情報政策課

少年年N･2試験観察年表

【4131】

試験観察の終了 したものの観察期間

事 件
1年を超

えるもの
9月以内2月以内 3月以内 5月以内 6月以内 1年以内1月以内 4月以内総数

過失運転致死傷及び
業務上（重）過失致死傷事件

1

道路交通保護事件2

い ろ は に ほ へ と ち り ぬ

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には,手入力をする項目）

－■ ■－■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■． ■ ● ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ 毎 ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ 1■■■■■■

’ ｜年表作成上の留意事項

『

1’ ①事前確認 ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

□ 11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し,月報訂正報告書を提出している場合‘ 12月分の月報報告

において訂正分の数値を加減調整したか

’ I②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合誤って■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力する場合には, 「12

月｣を選択して手入力してください

’ 1③確認･報告
ノ

’ 肋表示 はないか□

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して‘統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合‘手入力した数値と業務系システムから取り込んだ数値の両

方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01． 12情報政策課

少年年N･3少年審理期間年表

【41401

審 期 間理

2年を超

えるもの

事 イH－
l〒

1年以内 2年以内総数 3月以内 6月以内1月以内

道路交通保護事件既済１
２
３
４
５

ｰ－

一

-丁「累舂1一般保護事件

L塗具」道路交通保護事件 ※4
未済
(成人刑事事件）
笙 ま

ノ再 審 L

い ろ は に ほ へ と

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には,手入力をする項目）

口手入力をする項目

I■■■■■ ■ ■ 4■■■■■ ■ 色 1■■■■■ ■ ■ U■■■■■ ■ ■ 0■■■■■ ■ ■ー■ ■ ■■■■■ ■ s 1■■■■■ ■ ■ l■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■一■ ■ I■■■■■ ■ ■ ■■■■■

’
1

1年表作成上の留意事項

’ I①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

□ 11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し,月報訂正報告書を提出している場合， 12月分の月報

報告において訂正分の数値を加減調整したか

I 1②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合,誤って■■■の画面Iこ手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力する場合には，
「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,次の数値と一致しているか

・ 月報【401 1】の(7･ろ)の年間累計数

・ 月報【4022】の(5･を)の年間累計数

(補足）

□※2について， 12月分の月報【4011】の(3･は)と一致しているか

□※3について， 12月分の月報【4011】の(7･は)と一致しているか

□※4について, 「1月｣から｢T1月｣までの｢データ入力｣画面に数値を入力していないか

１(補足

| (月報･年表入力ｼｽﾃﾑ利用ﾏﾆｭｱﾙ③(入力編)添付の【資料】年表累計対応〒ム天1用マニ

表参照)）

’ I③確認｡報告
』

ロ や ■■ まなL表示 ＼か

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して‘統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り込んだ数値
の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01 ． 12情報政策課

少年年K･4 準少年保護年表
’

【41501 (A表） ～
、

晩 済 ､、望
未 済事 件 新受 児童自立

支援施設

等送致

初諜少年

院送致

中等少年

院送致

特別少年

院送致

医療少年

院送致

第1種少

年院送致

第2種少
年院送致

第3種少

年院送致
総数 認容 取消し 移 送 回 付 併合 その他

L塗』-1 I x2 1総 数 | X3 1ｌ
Ｚ
ｊ
４
５

保護処分取消率件

収容継続申請事件

’

戻収容申諭邪件

施設送致申請事件

ろ はい
『子

Iー ほ へ と ち り よ た れ ぬ る を わ か

(注1 )準少年保識年表(A表)の既済の｢取澗し」欄には, 少年法27条のZによる保瀬処分取消決定のあったものを計上する。

(注2）準少年保護年表(A友)の既済の｢児迩自立支援施設等送致」 ‘ 「初等少年院送致』 . ｢中等少年|境送致」 . ｢特別少年院送致」
「第3種少年院送致｣の各棚;こは,少年法26条の4に､にる保護処分決定のあったものを送致先に応じて,汁上-ｰろ．

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

〈業務系システムを利用していない場合には．手入力をする項目）

口手入力をする項目

■報告対象外

｢医療少年院送致｣ , 「第1穂少年院送致」 , 「第2種少年院送致」及び

■■■■■ ■ ■_O ■ ■■■■■■■■ ■ ● ■■■■■ ■ B－■ ■－■ ■ ■■■■■ ■ ●一｡ ■－口 ■ ■■■■■ ● ■ ■■■■■ ■ ●－町 ｡－■ ■ ■■■■■ ■ ● ■■■■■ ■ ■ ■■■■■ ● ■－■ e 一■ ロー甲 ■－ ■ ■－口 ● ■■■■■ ● ■ ■■■■■ ① ■ ■■■■■ ■ ｡ ■■■■■ ■

’年表作成上の留意事項

’ I ’ I①事前確認 ③確認･報告
ノ

ﾛ |の表示 ｜口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確

認したか

□ 1 1月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月分

の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

はないか

【｢承認侍｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して『統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合手入力した数値と業務系システムから取り込

んだ数値の両方を計上している可能性があります

’ ②入力 ノ

ロ数値を手入力する場合.誤って■■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月」から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく‘年間数値をまとめて手入力する

場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意~すべき点】

□※1について,月報【401 1】の(9．い)の年間累計数と一致しているか

□※2について．月報【4011】の(9･ろ)の年間累計数と一致しているか

□※3について． 12月分の月報【4011】の(9．は)と一致しているか

｜
（補足）

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

未済獺＝(前年未済)＋(当年新受>一(当年既済)と自動計算



01. 12情報政策課

準少年保護年表少年年No.4

【41701 (C表）

準少年保護事件既済人員の審理期間

1年を超
えるもの

1年以内1月以内 3月以内 6月以内総数

1

ろ は に ほい へ

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には,手入力をする項目）

■■■■■■■ ■ ■ I■■■■■■ ■ ■－■ ■ I■■■■■■ ■ ■ I■■■■■■ ■ ■ I■■■■■■ ■ ■ I■■■■■■ ■ ■ l■■■■■■ 回 ■ I■■■■■■ ■ ■ Q■■■■■■ ■ ■ I■■■■■■ ■ ■ U■■■■■■ ■ 巴 ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■

’年表作成上の留意事項

|③事爾確" l①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に

確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月

分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

|②入" l②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合‘誤って■■の画面に手入力していないか
（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す

る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください ．

【本表において特に注意すべき点】

の(9･ろ)の年間累計数と一致しているか□※

（補足

|③確認報告 I③確認･報告
ノ

|まなP表示□ いか
一一一一

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合､手入力した数値と業務系システムから取り

込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載).～



年表報告における留意事項④ 01. 12情報政策課
データの入力を行っている場合姜皇迦唖を徳亡略場合一二||’ 毎月，年表（月毎）データの入力を行っている場合

《参照資料》
◆総長通達
H17. 1.31付け事務総長

通達「裁判統計報告につ

いて」

◆課長通達

H17. 1.31付け情政課長通
達「裁判統計報告に関す

る事務の処理について」
◆統計事務連絡
H31.4.5付け情報政策課
参事官事務連絡「裁判統

計報告に関する事務処
理の報告方法等につい

て｣

◆月報マニュアル

月報・年表入力システム

利用マニュアル

《年表データの入力方法（民事MINTASを除く）》 、／ｰ

(1) 対応している項目については業務系システムから年表データを出力して読込み

を行い，対応していない項目については数値を手入力する方法・ ・ ・①及び③

(2)数値を表様式に直接手入力する方法・ ・ ・②及び④

※民事MINTASには‘年表数値の月報・年表入力システムへの自動反映機能があります。

※業務系システムに対応している項目の確認は， 「年表作成上の留意事項」の各表を参照してください。

※誤入力を防止するため，業務系システムが対応している項目については全てデータの読込みを行い，そ

れ以外の部分のみを手入力で補う①及び③の方法を推奨します。
一ダに

《留意事項》《報告までの流れ》

’
① 2

、
《データの入力》

月報マニュアル③「入力編」
P24～31

該当するシス ！｜

テム名を選択 I|
1

業務系ｼｽﾃ ｜

罐難|｜
毎）データの ｜｜

…=|｜
読込み

｡:漣｜
いては②の作 ，

業も行う

F、

※業務系システムから出力されたデータについて,読

込みを行ったか

※業務系システム又は民事MINTASから反映される部

分以外の数値について， 手入力を行ったか

※業務系システムから出力されたデータを読み込ま

せた場合に‘次のような二重入力をしていないか

・ 業務系システムにより既に読み込まれた数値を，

手入力すべき表に重ねて手入力していないか

. 読み込んだ数値と手入力した数値の合算値が報
告値となる項目について，手入力すべき表の該当

項目に合算値を手入力していないか

該当する表番

号を選択

↓

年表（月毎）

データを手入

力

※該当月を選択

して手入力

◇■ﾛ|■ボ
タンの押下

《データの修正》
月報マニュアル③「入力編」
P50～55｜

’
’
1

1
q

ノ＝

！ ’

1月から1
－－－－F一 二へ一

1月から1

－ ニ弓L 二 三一一一一

を行った後，次の作
一今 一一 一 －－ :織で企さ□’ 2月までの年表（月毎）データの入力を行った後，次の作業に進んで

｜

、，-〆該 4
当するシス

｜ テム名を選択

↓

|讃擦
れた年表（年

次)データの読

， 込み

！

●「年表作成上の留意事項」①事前確認

※ 1月から12月までの月報が「承認待」以降の状態

となっているか

●「年表作成上の留意事項」②入力

※業務系システムから出力されたデータについて,読
込みを行ったか

※業務系システム又は民事MINTASから反映される部
分以外の数値について，手入力を行ったか

※業務系システムから出力されたデータを読み込ま

せた場合に，次のような二重入力をしていないか

・ 業務系システムにより既に読み込まれた数値を

手入力すべき表に重ねて手入力していないか

． 読み込んだ数値と手入力した数値の合算値が報

告値となる項目について‘手入力すべき表の該当

項目に合算値を手入力していないか

該当する表番

号を選択

↓

年表（年次）

データを手入

力

《データの入力》

月報マニュアル③「入力編」
P32～38

《データの修正》

月報マニュアル③「入力編」
P50～55

※ 「年次」を選

択して読込み

※手入力を要す

る項目について

は④の作業も行

う

も行

※ 「12月」を選

択して手入力
＝

◇ロ|■■ボ
・タンの押下

P

'1二～



01. 12情報政策課【機密性2】

《業務系システムから出力された年表
(月毎）データの累計》
月報マニュアル③「入力編」
P39～42

（①の処理をした場合）

業務系システムから出力された年

表（月毎）データの累計

Fポﾀﾝの押『ボタンの押下
◇
◇

｜
F

手入力した年表データ

､

《手入力データの累計》
月報マニュアル③「入力編」
P43～46r…癖ゞボタンの押下

◇
◇

H

ザ

《本登録》
月報マニュアル③「入力編」
P47～49

◇ ’ ｜ポﾀﾝの押下
ー 一

●「年表作成上の留意事項」③確認・報告

※ 「データ表示」中， 「庁データ」 （民事MINTASを
I承認待

《庁データ》

月報マニュアル③「入力編」
P56～57

リ
む)データ」 ）から，■
|の表示の有無を確認したホ

含む場合は「庁(MINTAS

■■■■■及び■■■

理

|厘犀察鮮能から登録
｜ ①報告数値(未済数値を含む）
②| ｜及び■■

｜ ■■の表示の有無
｜ を確認

、_

及び■■

※前年年表の数値と比較して，統計傾向が大幅に異
なる数値はないか

※ ’ を解消したか

※改 ｢豊確隷譽懐
提出したか

※報告期限までに「承認待」状態になっているか

《照合エラー・要確認》
エラー・要確認項目一覧表

《要確認報告》

統計事務連絡別紙第1の1 （1）

【報告期限】翌年1月31日

◇期限が土日祝の場合， 直前の開庁日までに登録が
必要

《報告期限》
総長通達別表第2報告期限到来

－－－

些一

1

迫田承認済

《月報・年表の訂正に関する報告》
統計事務連絡別紙第1の1 （5）
《訂正の方法》
課長通達第3

令試
一

二

一

※報告期限後，年表に訂正の必要が生じた際には「月

報・年表の訂正に関する報告」を提出したか

一

一
一
・
一

報告完了

◆以上の資料は統計システムダウンロ

ードページからダウンロードできます

巾!L,P』

ー ロー画



年表報告における留意事項⑧ 01. 12情報政策課
霞データをまとめて入力

I■■■■■■■■■■■

年に一度，年表データをまとめて入力する場合 ’|
《参照資料》
◆総長通達
H17. 1.31付け事務総長
通達「裁判統計報告につ

いて」

◆課長通達
H17. 1.31付け情政課長通

達「裁判統計報告に関す
る事務の処理について」
◆統計事務連絡
H31.4.5付け情報政策課
参事官事務連絡「裁判統

計報告に関する事務処

理の報告方法等につい

て」

◆月報マニュアル

月報・年表入力システム

利用マニュアル

《年表データの入力方法(民事MINTASを除く） 》 一一一一=＝菫､/－

(1) 対応している項目については業務系システムから年表データを出力して読込み

を行い，対応していない項目については数値を手入力する方法・ ・ ・①

(2)数値を表様式に直接手入力する方法・ ・ ・②

※民事MINTASには，年表数値の月報・年表入力システムへの自動反映機能があります。

※業務系システムに対応している項目の確認は， 「年表作成上の留意事項」の各表を参照してください。

※誤入力を防止するため，業務系システムが対応している項目については全てデータの読込みを行い，そ

れ以外の部分のみを手入力で補う①の方法を推奨します。
一ノ廷__ ”‘.ｼ､'1 ・〆哩!~'ルー

《報告までの流れ》 《留意事項》

Q濁る． 2
、

、１ＲＨＩⅡⅡ川ⅡⅡ１ⅡⅢⅡⅦⅡＭⅡ１１４４茸ⅦⅡⅦⅡⅡⅡⅡ岡ⅡＨ冊州Ⅲ肥刊回叩日Ⅳ固叩ⅢⅢｆ１Ⅱ叫伸ⅢⅦⅡ■可Ⅱス択

●「年表作成上の留意事項」①事前確認

※ 1月から12月までの月報が「承認待」以降の状態
となっているか

●「年表作成上の留意事項」②入力

※業務系システムから出力されたデータについて,読
込みを行ったか

※業務系システム又は民事MINTASから反映される部
分以外の数値について，手入力を行ったか

※業務系システムから出力されたデータを読み込ま

せた場合に，次のような二重入力をしていないか

・ 業務系システムにより既に読み込まれた数値を，

手入力すべき表に重ねて手入力していないか

． 読み込んだ数値と手入力した数値の合算値が報
告値となる項目について， 手入力すべき表の該当

項目に合算値を手入力していないか

｜ テム名を選

↓ 該当する表番

号を選択

↓

年表（年次）

データを手入

力

※ 『12月」を選

択して手入力

◇■■■ボ
タンの押下

業務系システ

ムから出力さ

1れた年表（年

次)データの読

込み

※ 「年次」を選 ’一1 ，

1 1

択して

※手入

る項目

は②の

う
－

’
0 《データの入力》

月報マニュアル③「入力編」
P32～38

《データの修正》

月報マニュアル③「入力編」
P50～55

’
1

1
iｉ

、

rノ---宮 -諄み -

手入力した年表データの

竜 山

《手入力データの累計》
月報マニュアル③「入力編」
P43～46弓溌漂〒

◇
◇

Ｊ
■

。

〆
１
１
Ｆ 《本登録》

月報マニュアル③「入力編」
P47～49

’
1

■■

I■■■「

◇ ’ ｜ポﾀﾝの押下

ｉ
Ｉ
０
１
ｉ
Ｊ一一一

待忍
二
二
口 ●「年表作成上の留意事項」③確認。報告

※ 「データ表示」中， 「庁データ」 （民事MINTASを 《庁データ》
月報マニュアル③「入力編」
P56～57

1
W 含む場合は「庁(MINTAS含む)データ」 ）から，

Ⅱ及び’ ｜の表示の有無を確認
■
畦

〆

「データ表示」機能から登録

した年表を開き，

①報告数値(未済数値を含む）

②’ ｜及びﾛ■■

■■の表示の有無
を確認

｜ ‐

※前年年表の数値と比較して，統計傾向が大幅に異
なる数値はないか

※ ’ ｜を解消したか

※ lは‘ 入力数値を
改めて確認し，誤りがない場合は「要確認報告」を
提出したか

※報告期限までに「承認待」状態になっているか

｜
I

《照合エラー・要確認》
エラー・要確認項目一覧表

《要確認報告》
統計事務連絡別紙第1の］

（1）

凸．.■一



01. 12情報政策課【機密性2】

’ ■
《報告期限》
総長通達別表第2

【報告期限】翌年1月31日
◇期限が土日祝の場合， 直前の開庁日までに登録が
必要

報告期限到来 i

l

－－

『 ，
０
声
卜承認済

《月報・年表の訂正に関する報告》
統計事務連絡別紙第1の1
（5）

《訂正の方法》
課長通達第3

◆以上の資料は統計システム
ダウンロードページからダウ
ンロードできます

※報告期限後,年表に訂正の必要が生じた際には｢月

報・年表の訂正に関する報告」を提出したか

一

’


